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 審 議 案 件 

 審 議 事 項  まちづくり交付金事後評価について 
 

 報 告 事 項 
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３ 説明のための出席者 
 
 審 議 事 項 

 
 市    長  都市整備部長   
 
 [都市計画課]   課 長  主 幹  主幹兼計画係長 主幹兼都市整備係長 
 
         都市整備係主幹 
 
 
 調査事項（１） 

 

 都市整備部長  
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 [都市計画課]   課 長  主 幹  主幹兼計画係長 計画係主査 
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進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 定刻となりましたので、ただいまから平成２０年度第２回富士宮市都市計画審議会を

開会させていただきます。 
 皆様には、御多忙の中御出席いただきましてありがとうございます。 
 開会に先立ちまして本日会議に欠席の委員について御報告いたします。 
 菅原由美子委員から、本日所用のため欠席との連絡がありましたので報告します。 
 次に、代理出席の委員について御報告させていただきます。 
 富士宮警察署長の中田紀夫委員の代理といたしまして、富士宮警察署交通課長の 
 松本高好様にご出席いただいております。 
 同じく静岡県富士農林事務所長平井憲明委員の代理といたしまして、富士農林事務所

次長の幸田良一様に御出席いただいております。 
 よろしくお願いいたします。 
 なお、本日の審議事項であります、まちづくり交付金事後評価業務の受託者でありま

す、大日コンサルタントも同席させていただきますのでよろしくお願いいたします。 
  ここで市長からご挨拶をさせていただきます。 
  
市 長 

 １２月に入っていよいよ師走かなと思っておりましたところ、本日はもう４日という

ことでございます。 
 都市計画審議会の皆様とは、先ごろお会いしたばかりでございますが、本年度の第１

回の審議会を１０月２２日開催していただきまして、本日は２ヶ月を経ないでの開催と

なりますが、皆様方におかれましては公私ともにお忙しいところ御出席いただきまして

誠にありがとうございます。 
 さて、前回の都市計画審議会におきましては「浅間町地区計画」についての審議をい

ただきありがとうございました。 
 本地区計画におきましては、静岡県との同意協議を経て、去る１０月３０日に都市計

画決定いたしましたことを先ずもって御報告させていただきます。 
 この「浅間町地区計画」は、本市における中心市街地の活性化と商業・業務機能の強

化を目的に策定したものでありますが、本日ご審議いただきます議題も、中心市街地の

活性化を目指し実施して参りました「まちづくり交付金事業」の事後評価についてであ

ります。 
 近年のモータリゼンションの進展による都市の外延化や、大型店の郊外出店などによ

り、全国的に中心市街地の衰退が進んでいます。 
 この中心市街地の衰退は、空き店舗の増加による空洞化や活力の低下といった問題に

とどまらず、コミュニテイの衰退、伝統・文化の継承の困難、空洞化した地域の治安の

悪化による青少年問題、高齢者の生活の不便増大など、今日の日本の地域が抱える諸問

題の大きな要因の一つと考えられています。 
 富士宮市では、中心市街地の活性化を目指し、平成１４年３月に中心市街地活性化基

本計画を策定し、市民活動の活性化といったソフト事業や、神田、中央・駅前地区を対
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象とした門前町風のまちづくりなどのハード事業を実施して参りました。 
 これらの取組みや商店主の皆様のご努力により、幸いにも富士宮市の商店街は、他都

市で見られるいわゆる「シャッター通り」といった状況ではありませんが、さらなる活

性化とにぎわい創出を目的に、平成１６年度に創設されました「まちづくり交付金制度」

を活用し、中心市街地において富士山せせらぎ広場の整備や大宮保育園の改築等の事業

に取り組んだ次第であります。 

 本日は、このまちづくり交付金において実施して参りました事業における実施過程や

効果等の評価、今後のまちづくりの展望についてご審議いただくわけですが、委員の皆

様におかれましては、専門的な見地から、また、富士宮市民としての視点から積極的な

ご意見を賜りたく存じます。 
 最後に、今後とも市政発展のために変わらぬご協力、ご支援をお願い申し上げまして、

簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。 
 本日はよろしくお願いいたします。 
 
進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 ありがとうございました。 
 ここで市長は公務のため退席させていただきます。 
 

………市 長 退 席……… 

 

 それでは、本日資料が大分多くなっておりますので、会議に入ります前に、資料の確

認をお願いしたいと思います。 

 配付させていただきました資料は、過日、郵送させていただきました資料といたしま

して、初めに、鏡に審議事項と書いた、後ろに５ページまで振ってある書類が１部、こ

れが本日の議案書になります。 

 それと事後評価の関係の資料、右肩に資料１と振ってありますが、資料１のまちづく

り交付金事後評価方法書。 

 資料２で、まちづくり交付金事後評価シート（添付書類）というもの。 

 資料３の指標バックデータというもの。これは事前に郵送させていただいております。 

 そして、本日配付させていただきました資料が、右肩に資料４となっております人口

推移のグラフのデータ。 

 これも本日配付させていただきました報告事項１の都市計画道路の必要性再検証指

針の概要版を一式綴ったもの。 

 最後に、報告事項２の富士宮市景観計画案でございます。 

 それと本日の次第、審議会委員名簿、席次表を配付させていただいております。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、お手元の次第により、ただいまからご審議をお願いいたします。以降の議

事進行を、都市計画審議会運営要領第５条の規定によりまして、水口会長にお願いいた

します。 
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 会長、よろしくお願いします。 

 

水口会長 

 皆さん、こんにちは。 

 この都市計画審議会、最近、商売繁盛でして、前回１０月末に続いて本日です。 

 先ほど市長のお話にあったように、前回は、いわば都市計画審議会が議論する事項は

３種類ぐらいに分かれますが、法定付議事項、富士宮市が決定する都市計画の地区計画

の一つを審議しました。 

 これについては、決定手続も済んだとのことです。 

 それから、これは市長諮問事項と言っていいかと思うのですが、都市計画審議会に市

長さんが諮問をされるということで、まちづくり交付金の事後調査で、前回は概要報告

でしたが今回は審議になります。 

 もう一つ、自主的に審議会が市長さんに建議するというような類で、都市計画道路の

見直し方針の説明が前回の審議会で予定されておりましたが、時間切れで実施できなか

ったことから、本日改めてご説明いただきます。 

 従いまして、まちづくり交付金事後評価の審議がメイン、前回行う予定でありました

都市計画道路の見直しの話と、併せて報告事項として、景観計画の経過報告という三つ

が本日の審議会の内容となります。 

 テーマとしては相変わらずたくさんありますので、皆様には活発なご意見とともに、

効率的な議事運営をお願いしたいと思います。 

 それでは、審議に入る前にきょうの出席委員ですが、全部で１７名のうち１名欠席で

すから 16 名となります。 

 審議会条例では過半数で成立となっておりますので本日の会議は成立いたします。 

 次に会議の公開ですが、審議会運営要領で原則公開、特別な事情があるときは皆様に

諮って非公開となりますが、本日は公開でよろしいと思いますがご異議ありませんか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

 

 次に、運営要領の規定によって会議録の署名人を指名したいと思います。 

 きょうの署名人を望月芳将委員にお願いいたします。 

 それでは、審議に入ります。 

 まちづくり交付金事後評価について事務局から説明をお願いします。 

 

都市計画課長 

 まず都市計画課から、前回の審議会、これは１０月２２日に行われましたが、そのと

きに事後評価の指標の設定についての意見をいただきましたので、審議に先立ち、事務

局から一部説明をさせていただきます。 

 中心市街地活性化を大きな目標として事業を展開して参りましたが、この事業の効果

だけでなく、経済的波及効果として、本来の目標に合致した経済効果に着目した指標の
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設定が重要ではないかというような意見をいただきました。 

 このことに関して考えられる指標といたしまして、中心市街地の定住人口、商業統計

を利用した指標があろうかと思います。 

 このような指標の設定は、事業の効果がわかりやすく、市民にも説明できるものかと

感じております。しかし、この指標の設定の効果発現を継続するには、本来のまちづく

り交付金事業だけで成し得るものではありません。 

 先ほど市長からもありましたように、中心市街地活性化基本計画に掲げられています

ハード面、ソフト面の事業の推進等も絡めたものと考えております。 

 このため、今回の事業評価におきましては、都市再生整備計画で掲げました四つの指

標がありますが、この達成状況を基準としていただきたくお願いいたします。 

 ご指摘の指標については、基本計画の中にあります効果発現状況の把握というところ

から検証して参りたいと思っています。 

 次に資料４の人口の経年変化と、この後のページにあります年間商品販売額を調査し

ましたので御報告いたします。 

 まず人口の経年変化ですが、市全体としては横ばいながら微増の状況であります。 

 今回の事業範囲であります中央町、大宮町、宮町、元城町の大字別の人口を見ますと、

前年度比で２％程度の減少傾向が見受けられます。しかし、この中においても、ここ数

年は減少が２％と緩くなっていることから、減少傾向が少なくなったと見ることができ

ます。 

 先ほど申し上げましたように、まちづくり交付金事業のみの効果とはいえませんが、

一つの指標となるのではと考えております。 

 次に、３ページ目になりますが、年間商品の販売額の推移を見ていただきたいと思い

ます。 

 これは商業統計調査における数字ですが、平成１９年度の字別の集計がまだまとまっ

ておりませんので、市全体の数字となりますが、平成６年から１６年までは減少傾向で

推移していましたが、１９年度においては、１６年度比の約４．３パーセントでありま

すが増加となっております。 

 こちらにつきましても、まちづくり交付金事業のみの効果とはいえませんが、一つの

数字としては変化がありましたので、今回資料として提出させていただきました。 

 次に、本日の審議における方法について提案させていただきます。 

 今回の審議事項でありますまちづくり交付金事後評価につきましては、都市計画審議

会において過去に事例のない案件であります。 

 また、事後評価の国への報告様式に、まちづくり交付金事後評価委員会、つまり本日

開催しています都市計画審議会がこれに当たりますが、この審議の記録様式を定めてい

ることから、そのため審議方法をこの様式に沿った形でお願いするということを提案さ

せていただきます。 

 それでは、担当係長から詳細の説明をさせますので、よろしくお願いします。 

 

主幹兼都市整備係長 



 - 7 -

 都市計画課都市整備係長の小沢です。 

 私から前回審議会の整理と、前回欠席されていた委員さんもいらっしゃいますので、

パワーポイントを使いまして、まちづくりの概要、交付金の仕組みと、実際に富士宮市

が実施しました事業の概要を説明させていただいて、その後、今回審議事項になってい

ます議案について説明させていただきます。 

 まちづくり交付金事業としましては、目的としてここに掲げてありますように、地域

の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の

再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済社会の活性

化を図ることを目標としております。 

 制度の概要としましては、各地域の課題と目標を達成するための事業を地域が自主的

に定め、事業区域を設定した都市再生整備計画を作成します。 

 事業としては、おおむね３年から５年の期間となります。 

 事業完了年度には、今回お願いしております事後評価を実施することとなっておりま

す。 

 まちづくり交付金の特徴ですが、一つとしては、地方の自主性・裁量性の大幅な向上、

二つとして、使い勝手の大幅な向上、三つ目としまして、目標・指標の明確化がござい

ます。 

 １、２の特徴について説明いたします。 

 今までの補助事業では、道は道、川は川と補助メニューが決まっておりまして、組み

合わせすることはなかなか難しい状況でした。 

 ただ、このまちづくり交付金事業では、目標を達成するのに必要なさまざまなメニュ

ーを組み合わせて実施することが可能になりました。 

 また、交付金という形で国からお金をいただくわけですが、それについても柔軟に対

応できますので、充当先の事業とか年度、事業間の流用ということが多少自由になりま

して、事務処理的にも簡素化されております。 

 例えば当該年度に大きな事業費が必要で、ただ市費がちょっと少なくて苦しいなとい

うときには、当該年度に国費を厚く、その分、ほかの年度の方に薄く配分するという方

法もとることができます。 

 三つ目の特徴ですが、まちづくり交付金事業はＮＰＭの導入ということで、ＰＤＣＡ

サイクルという形で事業を実践しております。 

 Ｐに当たりますプランとは、先ほど説明しました都市再生整備計画を作成しまして、

目標を定量化する指標、目標数値、一般的によく言われます、わかりやすいアウトカム

指標というものを設定しまして、Ｃ「チェック」というところで、今回お願いしており

ます事後評価を実施することとなっております。 

 交付対象事業としましては、基幹事業はおおむね従前の補助事業的なもので、道路や

街路、河川等々公共事業的なものが基幹事業となります。 

 提案事業は、市町村の提案に基づく事業、各種調査、まちづくり活動の補助、社会実

験補助、間接補助的なものも事業化できるというのが特色となっております。 

 交付金の額の算定にあります国から貰えるお金は、基本的には基幹事業等については
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４０パーセント、提案事業を含む場合にはちょっと厄介な計算式がございますが、４０

パーセントを上限に国からお金を貰えるということになっております。 

 まちづくり交付金は、先ほど説明しましたように、ＰＤＣＡ「プラン、ドゥー、チェ

ック、アクション」のサイクルで実施しております。 

 このサイクルでいうＣの部分が今回の事後評価という形になります。 

 事後評価は、当課を含めた庁内１０課で庁内検討会を実施いたしまして、原案を作成

させていただいております。 

 そのまま公表して市民の意見を募集し、この段階で、事後評価結果の合理性、客観性

を担保するという目的をもって第三者機関による審議が必須となっておりますことか

ら、今回都市計画審議会に審議をお願いさせていただいております。 

 次に、富士宮駅周辺地区におけるまちづくりの実際の活用方法について説明いたしま

す。 

 先ず、まちづくりの課題ですが、さまざまな地域経済、社会の変動によりまして、中

心市街地の求心力が落ちている、二つ目としましては、中心市街地に交流人口、居住人

口の低下が見られる、というところが課題となっております。 

 本地区における交付金事業の概要を説明いたします。 

 地区名としましては富士宮駅周辺地区、２７ヘクタールでございます。 

 平成１６年から２０年度の事業期間で、目標については、まちなかのシンボル軸を整

備してということで、詳細はここに書かせていただいてありますが、このようなことを

目標として事業を進めて参りました。 

 次に事業内容です。 

 先ほど説明しました事業でいいます基幹事業としては、道、公園等々ございます。 

 道としましては、せせらぎ広場のところにあります一般市道宮町８号、９号線の整備。 

駅前通りの神田通りから北側の約６０メートルの富士宮駅中原線という都市計画道路

の整備、大宮保育園の前の市道の整備を実施して参りました。 

 公園としましては、富士山せせらぎ広場の神田川公園。 

 地域生活基盤施設としましては、駐車場と神田通りのセットバック部分の整備が入っ

ております。 

 高質空間の形成施設としましては、静岡県が整備しました道路に対して景観形成施設

を設置して参りました。 

 次に提案事業ですが、地域創造支援事業という名称で、市立大宮保育園の園舎の改築

を行いました。 

 それから事業活用調査ということで、今回の事後評価の委託が対象となっております。 

 総事業費は、基幹事業が３億７,３００万円、提案事業が３億７,９００万円、合計で

７億５,２００万となります。 

 国費の枠としましては２億６６０万円、全体の事業費の２７．５パーセントが国費と

いう状況になっております。 

 目標を定量化する指標ですが、４つ設定いたしました。 

 観光客入り込み客数、空き店舗活用数、駐車場利用台数、地区周辺イベント数となっ
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ております。 

 事業位置ですが、おおむね南側は身延線、東が駅前通りの東側、北は神田通りの北側、

西については神田川の西側になりますが、おおむね２７ヘクタールの範囲が事業区域と

なります。 

 事業の概要です。基幹事業で、道路としまして神田川せせらぎ広場のところの道路に

なりますけれども、平成１６から１７年度、１４０メートルを道路整備いたしました。 

 次に富士宮駅中原線になります。 

 神田通りから北側の部分です。 

 ６９メートルを平成１７年度から１９年度において市施行で実施しております。 

 次に一般市道大宮町２号線、保育園の前の道路です。 

 左側が整備前で、右側が整備後となっております。１４０メートルの道路改築です。 

 公園になります。 

 次に、富士山せせらぎ広場の部分の公園になります。平成１６年度から１８年度、整

地、植栽、休憩所等で８１５平方メートルを実施しております。 

 次に地域生活基盤施設になります。 

 神田川の駐車場がおおむね１,８５８平方メートル、神田川通りのセットバック部分

が、この事業で実施しましたのは１３５平方メートルということで、平成１６から１７

年度に実施して参りました。 

 高質空間形成施設としましては、先ほど言いました県事業の駅前神田、それから登山

道の実施箇所について、インターロッキング、歩道照明、壁際照明、あんどん照明、モ

ニュメント等を実施しまして、平成１６年度から本年度で完了しております。 

 提案事業としまして、地域創造支援事業としては大宮保育園の園舎移築。 

 ここには富士宮市ファミリーサポートセンター、それから地域子育て支援センターが

併設されております。平成１８から１９年度に実施しています。 

 以上、前回のまとめという形で進めさせていただきました。 

 次に、今回の審議事項の説明をさせていただきます。 

 審議事項と書いたものに資料が５ページほどついていると思いますので、こちらに沿

いまして説明をさせていただきます。 

 それでは、審議事項という表紙の後ろに５枚ほどシートが入っておると思います。 

 この添付しました資料につきましては、庁内検討会で抜粋したものを市民に公表して

おり、公表した内容と同じものを添付させてもらっております。 

 まず、事後評価シートについて説明いたします。 

 様式２の１、評価結果のまとめになります。 

 今持っている資料の２ページがその表になりますので、２ページをご覧ください。 

 この様式の中には、事業の概要と、１から５の項目の内容が記載されております。そ

れぞれ内容を説明させていただきます。 

 事業概要は、地区名、富士宮駅周辺地区で２７ヘクタール、平成１６から２０年度、

事後評価は平成２０年度に実施、交付対象事業費としましては７億５,２００万円、国

費率が２７．５パーセントとなっております。 
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 次に、事業の実施状況につきましては、都市再生整備計画、当初と変更が２度ほどあ

りますので、その内容を記載してあります。 

 次に、都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況についてですが、

指標１、観光客入り込み客数は平成１６年度の従前値年１３３万人に対して、平成２０

年度の目標値年１４０万人で事業を実施して参りました。 

 その結果、評価値として、まだ確定しませんので推計値となりますが、平成２０年度

で年１８０万人となる見込みでございます。 

 その効果の発現要因としましては、基盤整備と民間活動の相乗効果により観光客が増

加したものと推定しております。 

 この評価値の確定が２１年１０月になりますので、フォローアップとして、その確認

を２１年１０月にいたします。 

 以下同じですので、結果のみ読みます。 

 指標２、空き店舗を活用する。 

 従前値ゼロ、目標値５、評価値５。 

 効果発現要因、事業により基盤整備が整ったことで新たな空店舗等の活用が発生した。

フォローアップ予定時期は平成２１年５月。 

 指標３、駐車場利用状況。 

 従前値年４８,０００台、目標値年５１,０００台、評価値年５８,０００台。 

 事業効果発現要因、基盤整備と民間活動の相乗効果により観光客が増加したことに伴

い、駐車場利用台数が増加した。フォローアップ予定時期が２１年９月。 

 指標４、地区周辺イベント数。従前値年２７回、目標値年５１回、評価値年５５回。 

 効果発現要因としましては、事業により基盤整備が整うとともに、イベントを実施し

ようとする機運が醸成されてきた。フォローアップの時期は、２２年１月を予定してお

ります。 

 その他の数値指標による効果の発現状況。 

これにつきましては、一般的には、当初設定した数値が達成しない場合に補完する意味

で考えておりますので、当市の場合、達成見込みとなっておりますので「なし」と記載

してあります。 

 定性的な効果発現状況。 

 この欄につきましては、数値で得られない定性的な効果の発現状況を記載いたしまし

た。 

 「富士宮やきそば学会など民間による活動が活発化してきており、まちづくりに対す

る住民の意識が向上するとともに、まちづくりに参加する住民がふえた。」 

 「観光客が増加し、住民や来街者の地区内の回遊、滞在時間の増加が見受けられ、に

ぎわいを取り戻しつつある。」 

 「大宮保育園、ファミリーサポートセンター、子育て支援センターを通じ、子供たち

と地域の交流が活発化してきている。」 

 という記述にさせていただいております。 

 実施過程の評価。 
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 この欄は、実施途中で住民参加がどのような状況だったかという記載になりますが、

市長も申し上げましたが、平成１４年度策定された中心市街地活性化基本計画に沿って、

神田川を活かしたまちづくりワークショップについても、県のご協力をいただき実施し

ておりますが、事業期間外ですので記載をせずに、事業期間中にやりました富士山せせ

らぎ広場という命名の募集について記載をさせていただいております。 

 次に、様式２の２になります。めくっていただいて審議事項の３ページになります。 

 この様式には、交付金の成果概要として、まちづくりの目標、指標の状況、事業概要、

課題の変化、今後のまちづくり等々記載してございます。 

 目標とか指標については事前に説明してございますので、まちの課題の変化を説明い

たします。 

 内容を読ませていただきます。 

 「観光客が増加し、住民や来街者の地区内での滞在時間の増加が見受けられ、にぎわ

いを取り戻しつつあることから、回遊性かつ一層の安全性、利便性、快適性が求められ

ている。 

 人が集まり、中心市街地としての活力が向上し、にぎわいが再生しつつある。 

 神田川駐車場整備は、観光客の増加、中心市街地のにぎわいの再生に役立っている。 

 大宮保育園、ファミリーサポートセンター、地域子育て支援センターは地域交流拠点

として機能しており、子供たちと地域との交流が活発化している。」 

 としております。 

 次に、今後のまちづくりの方策です。 

 これまで申し上げました評価を踏まえて、今後必要となるまちづくりの方針や、とる

べき施策・事業について検討したものを記述したものです。 

 「富士山せせらぎ広場から中心市街地への歩行者動線をより向上させ、回遊性を確保

するとともに、安全な歩行空間の確保を図る。 

 地区全体で観光客の安全性・利便性・快適性の満足度を向上させ、リピーターの確保

を目指す。大宮保育園、ファミリーサポートセンター、地域子育て支援センターを通じ

た地域との交流が活発であり、さらなる活用を図る。 

「富士宮やきそば学会」など民間による活動が活発化してきたことから、さらに行政は

観光協会、商工会議所、社会福祉協議会等と連携してまちづくりを行う。 

 富士山が世界文化遺産の暫定リストに入り、現在、世界文化遺産登録を目指している

ことから、景観にはより一層の配慮を行う」という形で記述させていただいております。 

 次に２枚目、４ページになりますが、事後評価のスケジュールでございます。 

 方法書という事業評価の方法を作成したものにつきましては、年度当初に国へ提出し

てございます。 

 その方法書に従って事業評価を実践してきております。 

 ２０年１０月７日、１４日と２回に渡りまして、１０課で成る庁内検討会、前回の１

０月２２日の都市計画審議会の調査、１０月２７日の市議会全員協議会では原案を説明

いたしまして、市民への公表を経て、本審議会となります。 

 今後は、１２月中に国へ提出し、３月には一般に公表いたします。 
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 数値の確定を含めたフォローアップにつきましては、各指標により提出日を決めて、

２１年度中に実施いたします。 

 次に審議事項の５ページ、パンフレットを入れてございますが参考程度にご覧いただ

きたいと思います。 

 以上で審議事項の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

水口会長 

 ご苦労さまでした。 

 それでは、これから審議に入りますが、先ほど事務局の方から提案がありましたが、

普段の都市計画決定絡みの案件と違って、今回の事後評価は、先ほどの説明であったよ

うに、従来の個別事業ごとの補助ではなくて包括的な補助ですから、「ちゃんと効果を

確かめよ」と、国の方も結構事後評価の方式を細かく参考資料を出してあります。 

 評価項目が幾つか具体的にあるので、それを順番に行っていきたいと思います。 

 それで、先ほど説明のあった添付資料２の中に、事後評価の色々の様式がありまして、

その最後の１４ページにまちづくり交付金評価委員会、これは御承知のように、この富

士宮では都市計画審議会がこの委員会をやるということで、この議題の間は評価委員会

という名前になるわけですが、それの審議の様式があります。 

 その下半分に審議事項という項目があって、大きくは事後評価手続などに係る審議と

今後のまちづくりについての審議とに分かれて、事後評価手続に関しては、方法書以下、

幾つかの項目。それから今後のまちづくりに関しては、今後のまちづくり方策の作成、

以下幾つかの項目がありますので、これに沿って行っていきたいと思います。 

 なお、私の感触ですと、この前半の事後評価手続等に関するご意見よりは、後半の今

後のまちづくりに絡むご意見の方があるいは多いのかなと思いますので、後半部分にも

十分時間がとれるように進めて参りたいと思います。 

 それでは前半といいますか、事後評価手続などに係る審議で、方法書から入っていき

たいと思います。 

 やり方としては、項目ごとに事務局から補足説明を聞いて、我々から質問なり意見を

言って、その項目について取りまとめを行い、最後に、全部まとめてもう一度ご意見を

確かめる。 

 それで時間を要しますから、最後の今後のまちづくりに関するご意見が出た段階で、

一度、中間休みをとろうかとも思っております。というような進め方をして参ります。 

 いつもの審議と比べると、やや項目を分けて順番に行っていくということになります。 

 では方法書の方から、事務局よりの説明をお願いします。 

 

主幹兼都市整備係長 

 それでは、方法書について説明いたします。 

 方法書につきましては、指標の計測時期や計測方法、各検討作業の実施時期や実施方

法を記載した事後評価の実施計画書というものになります。 

 既に年度当初に国に報告してありますこの方法書に従って、事後評価が適正に実施さ
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れたかどうかご審議いただくという内容になっております。 

 成果の評価につきましては、指標が四つございます。 

 概ね、いつ、どんな方法で評価するのかという内容を記載してございまして、ほとん

ど内容的には方法書に沿って数値の推計をしてございます。 

 （１）観光客の入れ込み客数につきましては、１８年度から推計するような言い回し

になっておりましたが、１９年度の数値が間に合いましたので、１９年度を利用させて

いただいております。 

 それ以外につきましては、方法書のとおり、同じ内容で指標については整理してござ

います。 

 （２）として、実施過程の評価になります。 

 モニタリングの実施とか住民参加のプロセスの実施状況等々がございますが、先ほど

も説明しましたように、実際に住民の皆さんの意見をいただいた部分につきましては、

富士山せせらぎ広場の名称の部分のみ記載させていただいてあります。 

 （３）としまして効果発現要因の整理になります。 

 関係９課、うちの主管課を入れて１０課で庁内検討会を実施するということで、方法

書では２０年９月から１０月という形になっております。 

 実際は１０月７日に実施しております。 

 （４）今後のまちづくり方策の作成。 

 これも庁内検討会で２０年９月から１１月と方法書で整理していましたが、実際には

２０年１０月１４日に実施いたしました。 

 （５）事後評価原案の公表につきましても、概ね同じような性質であります。 

 実際には２０年１０月２８日にホームページへ掲載しまして、評価結果につきまして

は、この審議会を経て、国からそれが返ってまいりましたら２１年３月にホームページ

へ掲載して、広報等により周知するつもりでおります。 

 （６）につきましては、まちづくり交付金評価委員会の審議という形で、実際には評

価委員会を構成し、運営するという書き込みをしてございました。 

 ただ富士宮市の場合は都市計画審議会という組織が充実しておりましたので、要綱な

どは定めずに、諮問という形で審議をお願いしております。 

（７）その他の機会の共有、有識者からの意見聴取については規定をしておりません。 

（８）には経費の問題ですが、委託等の予算は措置をとっております。 

 以上が、方法書と事後評価の実施手法についての説明となります。 

事務局といたしましては、方法書に従って事後評価を実施してきていると考えています。

ご審議の方をよろしくお願いいたします。 

 

水口会長 

 今の説明で、きょうの議案書で説明があった四つの資料、その他の説明、これに関連

する資料は議案書と資料１ですか。 
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主幹兼都市整備係長 

 はい。 

 

水口会長 

 ということで、初めに設定した評価の方法がちゃんと実施されたどうかという点です

ね。 

 ご質問、ご意見はありましょうか。 

 後で関連してまたご意見が出てくるかもしれませんが、当面この方法書のとおりに実

施されたということに関しては、そのとおり認めていいかと思いますがよろしいでしょ

うか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

 

 その次は、成果の評価という項目があります。さっきの方法書をもとにして成果を評

価する。これについての事務局からの説明をお願いします。 

 

主幹兼都市整備係長 

 成果の評価は、都市再生整備計画に記載されました目標を定量化する指標の達成状況

をご確認いただきます。 

 事業効果が発現しているかについてご審議いただきたいと思います。 

 審議事項の２ページ、様式２の１、評価結果のまとめ、２）都市再生整備計画に記載

した目標を定量化する指標の達成状況の欄をご参照いただきたいと思います。 

 ２ページ目に評価シートの１枚目のシートが入っていると思いますのでご参照いた

だけますでしょうか。 

 ２段目に成果の指標の欄がありますが、目標を定量化する指標の達成状況の数値が入

っている欄になります。 

 資料２に添付書類がありまして、その１ページから６ページがこの関係ですが、そち

らをまた開くと見にくいと思いますので、様式の方をお開きいただいて、その内容を説

明いたします。 

 ここには、各資料の指標の状況が書いてあり、それが成果ということになります。 

 資料３の１ページをご覧ください。 

 １ページ目に、グラフが入っているかと思います。 

 これにつきましては、観光部局で調べております観光統計調査の平成 14 から 19 年度

までの実際の数値と平成 20 年度の評価値を推計しております。 

 推計は、さまざま曲線が、統計上、推計値を求める場合に想定されますが、実測値が

１４年度以降入っておりますので、数値のずれの少ないところということで、線形とい

う推計方法をとりました。 

 そうしますと、２０年度の推計値は年１７９万７，６５５人となりますので、実際の

評価シートについてはラウンドしまして、推計値としては年１８０万人と記入させてい



 - 15 -

ただいてあります。 

 資料３の２ページをご参照ください。 

 空き店舗の活用についてですが、空き店舗の数を減らすということはなかなか難しい

ですし、内容的にも把握が難しいことから、今回の指標の設定としましては、従前の店

舗利用ではなく、新たな空き店舗の利用状況が中心市街地の活性化に寄与するというこ

とを考えまして、これまで空き店舗だったところ等に新たな形態の商店などが開店した

ケースをカウントしております。 

 ２０年６月３０日時点でその五つが評価されるかなと考えまして、５戸という推計を

しております。 

 次に、資料の３ページは駐車場の利用台数ですが、駐車場の管理者の方のカウントを

聞き取りした数値を集計してございます。 

 １５年度から１９年度までの状況をカウントしたものがございますが、その推計につ

きましては、ご覧いただきましたように、いろいろな推計がほぼ同じ位置にありますの

で、指標１と同じ観点で線形という推計方法をとっております。 

 ２０年度が５８,０９３台という数値を得ていることから、資料の方には５８，００

０台という記入をさせていただいております。 

 ただし、平成１８年度がちょっと突出しているという感じを受けられると思います。 

 浅間大社１，２００年祭の影響と判断しておりますので、この推計値を利用しており

ます。 

 次に、資料の４ページになります。 

 地区周辺イベント数につきましても商工観光課で集計しておりますので、平成１５年

から１９年度の数値を把握しました。 

 その数値から評価値を推計しております。 

 これにつきましては２７という小さな数字ですので、単純に線形を当てはめて、その

中で推計をいたしました。 

 ２０年度の推計値は５５．７回という数値を得ますので、事後評価シートには年５５

回という記載にしてございます。 

 このような形で推計をさせてもらった数値が目標値を上回っておりますので、私ども

としては目標を達成していると推測しております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

水口会長 

 今の４つの指標による目標を達成しているかどうかという点です。 

 ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 これも先ほどのように、平成２０年度現在のデータは過去データからの推計、多くは

直線式ですから、必ず当たるかどうかということは保証されていませんが、しかし、か

なりの考えでそういう傾向にあると考えられます。 

 実際は、実績値が出る来年の段階でフォローアップしていくこととなります。 

 今の段階でも設定されている目標数値を超えていることから、その意味からも事業の
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効果が出ていると評価していいのではないかと思いますがよろしいでしょうか。 

 

渡辺委員 

 市がこれらの事業によりこうして観光客が増えたのは大変喜ばしいことで、また駐車

場台数も、浅間大社の１，２００年祭は別としても、増えているということは大変喜ば

しいことですが、この中身について、自家用車とかバス比率とか、富士宮市の滞在時間

がどのくらいであるとか、宿泊しているのかといったことが分かりましたらお聞かせて

いただきたいと思います。 

 

主幹兼都市整備係長 

 今のところではバスと自動車の仕分けはしてございません。 

 滞在の状況についてもデータがございませんのでイメージで申しますと、あの周辺に

宿泊施設があって、満杯というような情報は持っておりません。 

 しかし、浅間大社へ参拝していただくとか、やきそば店へ寄っていただく方が増えて

きていると感じておりますので、従前のトイレ休憩だけで終わっていた時よりは、多少

ではございますが滞在時間が長くなっているのではないかとのイメージを持っており

ます。 

 

諸星委員 

 先ず１点目は確認ですが、資料３の指標１、観光客の入り込み客数のグラフですが、

これは先ほどの説明では年に対しての人数をおっしゃっていたと思いますが、ここの部

分は１日に対しての人数ではなくて、年に対しての人数でよろしいでしょうか。 

 私も一般質問でこの観光客の入り込み客数に触れながら、まちづくり交付金の話をさ

せていただいたことは前回もお話しさせていただきましたが、今回までの場合は、今年

はソフトテニスのアジア大会が開催されたこともありましたので、富士宮市においての

様々な行事が平成１９年から今年にかけてあったことを踏まえると、来年以降、この入

り込み客数の右肩上がりという考えは少し安直じゃないかなと思いますがいかがでし

ょうか。 

 

主幹兼都市整備係長 

 評価としましては、平成１６年の従前値に平成２０年の目標値で、今後の問題にも当

然派生しますので、以降についても商工観光課も当然監視しておりますし、市全体とし

て、主要な産業としての観光という部分について目は向けていきますが、将来どうなる

かというところまで、私どもの事後評価の段階では申し上げられないと思っております。 

 逆に、まちづくり交付金事業を今後実施していく目的としましては、そういうせっか

く上がってきたものが下がらないための施策の一部として、まちづくり交付金事業を今

後とも実施していきたいと考えております。 
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諸星委員 

頼もしいお返事をありがとうございました。 

 

水口会長 

 先ほどの集客数の中身について、今の話ですと、今回の直接の目的は、まちづくり交

付金という補助を出した国に対して、それなりに有効、適正に使いましたという証明で

すが、まちづくりそのものは永久に続きます。 

 先ほどのように、これは右肩上がりでずっと行くとも思えませんし、駐車場の中身に

ついては、この評価の時には時系列の評価をやらなければいけませんので、過去にこの

ような調査をやっていなければ比較もできないといったデータの制約もあります。 

 まちづくりとして必要な調査は引き続き行っていくとのことですので、まちづくり本

体の部分と当面の事後評価の事務的な部分というのを少し分けながら、しかし参考とし

て今のようなご意見も大いにいただいて進めていきたいと思います。 

 他にございますか。 

 

望月（光）委員 

 数字の出し方についてお伺いいたしますが、空き店舗を活用するというのは、あくま

でも空き店舗を活用した数であって、当然これをやっている間に空き店舗になった店も

あるんです。それは一切関係なくて、とにかく活用された店舗数をカウントするという

ことでいいですね。 

 それからもう一つお伺いしますが、空き店舗活用数の目標値が５店舗になっています

が、５店舗という数字はたまたま出たのか、あるいは人口規模などにより目標値の設定

になにか縛りがあるのか、について説明をお願いいたします。 

 

主幹兼都市整備係長 

 「空き店舗の活用」という言葉自体も、言葉の内容と評価の仕方にニュアンスの相違

もありご迷惑かけておりますが、基本的に商店の数が今回のエリアに百二、三十あるか

なと思っております。 

 ５戸がいいか悪いかというものについての指標はございません。 

 市としましては、おおむねエリアの形とか影響力を考えて５店舗という設定をさせて

いただいたということで、実際には、もっといろんなところで、いろんなことで新しい

店舗活用が生まれていただけると空き店舗も減っていくでしょうし、波及効果があると

思っております。 

 ただ、現実的に空き店舗の数自体は、平成１６年に比べれば多少空き店舗が増えてい

るのではないかというイメージは持っておりますが、それでもシャッターだけのまちで

はなく、営業している店も頑張ってやっていただいておりますので、まだまだ頑張って

いるというふうに自負しております。 
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都市整備部長 

 私からこの数字の私なりの評価を説明させていただきたいと思います。 

 この様式２の１の真ん中にある、例えば観光客の入り込み客数が１３３万人というこ

とが平成１６年のデータです。 

 これを、５年間事業をやることで５パーセントぐらいは伸ばしたいという目標を設定

して、平成２０年の１４０万が目標でありました。 

 ところが、今係長が説明しましたが、このカラーでつくった表によりますと、平成１

９年に既に１５４万６，０００人に増えているというのが実績であります。 

 ですから、事業出発のときに定めた目標は既に平成１９年に達成しているということ

となります。 

 たまたまその数字を推計していくと、平成２０年には約１８０万人になるでしょうと

いう推計になりますが、ただ、その推計については、実績値が確定した時点でフォロー

アップしてチェックしていくということです。 

 ですから、当初、事業を始めようと思って国に出したときの実際の数字が 133 万人で、

140 万人ぐらい欲しいねと思ったら、１年前の平成１９年に１５５万人になっていまし

たということです。 

 駐車場にしても、当時の実績は４８，０００台しかなかったので、５パーセントぐら

い増やし５１，０００台ぐらいにしたいねと考えていたのですが、平成１９年にはもう

既にそれを上回って、約５６，０００台となりました。 

 たまたま線を引っ張れば５８，０００台ぐらいになるという見込みを立てております

が、この数字については、当初目指した四つの目標数値を現時点でクリアしていますの

で、一定の評価を与えていただきたいというのが私の気持ちでございます。 

 よろしくお願いします。 

 

佐野委員 

 全体的な話になって恐縮でございますが、今までの説明を伺っていて、着々と市街地

が整備されているということを私は個人的に非常に心強く思うし、高く評価したいと思

っております。 

 と申しますのは、ことしの夏、１０年ぶりに私の友人が、伊豆の国市の友人ですけど、

富士宮のまちを見まして、随分きれいになったね、このまちはすばらしいという評価を

していきました。 

 結構いろんな学識を持つ人なので、ああそう、ありがとうと言いましたけれども、実

際、私が感じますのは他のまちに比べ、富士宮はすばらしく整備されているなというこ

とをこのごろ感じているわけでございます。 

 今、いろいろな資料を見ましたときに、先ほど市長がお話しされていましたけど、シ

ャッター通りにしない努力というのは、私たちも市民としてもそれは頑張らないといけ

ないと思います。 

 私自身はスーパーより専門店をよく使いますが、市民がどのくらい専門店を利用する

かという地道な数というか評価というものをもっと打ち出してもいいのではないかと
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思います。 

 というのは、非常に頑張っていらっしゃる店があるわけですよね。 

 だから、そういう店に対して非常にすばらしいというＰＲをすると同時に、実際に私

たち市民がそこを利用しているわけでございますので、その辺を何かの活字で評価して

前面に出すと、戻りますけれども、ほかのまちから来た人がすばらしいなあと。 

 バスで来る観光客よりも、何か地道に、ああ富士宮のまちってきれいなまちになった

ね、いいねという印象を持つのも一つの成果ではないかなと思います。 

 

水口会長 

 ありがとうございます。今のご意見の半分は、後半にも見えてくることでございます。 

 ですから、この委員会の意見として、四つの指標とも数値目標を超えていて事業の効

果は出ているということで。 

 ここで言うべきか、後の項目か分かりませんが、今のご意見をちょっと入れて、なお

駐車場利用の実態、あるいは空き店舗の活用状況及び新たな派生などの実態については

今後さらに注目していくといいますか、観測していくということを一言加えた方がいい

かもしれないですね。 

 ひょっとしたら後半に書くべきなのかもしれませんがご検討ください。 

 今こういうまとめは、これも１２月末に出すので早急にまとめていく必要があって、

皆さんのご意見の細かな文言は後でちょっと私と事務局とで検討するということで、大

まかな指標を一つ一つ確認していきたい。 

 今言ったようなことで、まちづくりとしては地元のご意見が重要なので、ちょっと入

れてみたらどうかと思います。いいですか。 

 

………「はい」の声あり……… 

 

 それでは次の項目、実施過程の評価になります。 

 実施過程の評価について事務局よりの説明をお願いします。 

 

主幹兼都市整備係長 

 先ほどと同じように２ページで、表の中の５）で実施過程の評価というところがござ

います。 

 ここについては、地域住民を含めて市民が実施過程でどのように事業に参画していく

かということになりますが、神田川のワークショップ等につきましては平成１４年度で

すので記述せず、富士山せせらぎ広場の名称募集をしました、という結果を記載してご

ざいます。 

 ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

水口会長 

 ただいまの部分に関して、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 
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望月（芳）委員 

 ただいまの説明でよく分かりましたが、要は、この事業年度の中でやったプロセスと

いうことで、神田川の名称を公募したということでよいと思いますが、その前段の部分

も私は必要じゃないかなと思います。 

 やはり物事は起点が必要で、この事業には関係ないかもしれませんが、その前の事業

があったからこうなったという部分が私は必要じゃないかなと思います。 

 こういったものがあったから、整備事業をする前に市民会議をやったからこうなって、

その中でまたほかの、当該年度ではこういったことをやったというような記述にした方

がいいのかなと。 

 ただこれだけ入れても何かつまらないなという意味も込めまして。以上です。 

 

水口会長 

 今のご意見を入れて、まちづくり交付金事業以前からもこれこれの参加があり、その

期間中には広場の名称公募がありました。 

 さらに今後も一層市民参加を進めていくという、さっきの交付金事業という範囲と、

より広い長いまちづくりという関係があるわけですが、まちづくりの方の前と今後も少

し入れた方がいいかもしれないですね。 

 

主幹兼都市整備係長 

 様式の方の書き方で、ここの欄の期間から外れているため記述できないと言いました

が、今後の方策の中で触れるとか、表現方法を考えさせていただきますが、重要なこと

だと考えております。 

 

稲葉委員 

 実施過程の評価のところで、住民参加プロセスで神田川周辺広場の名称公募があった

と、これはいいのですが、この中に「モニタリング」と「持続的なまちづくり体制の構

築」が「なし」「なし」とあるんですが、これは本来ならどのように行うものだったん

でしょうか。 

 これをやっていくと決めてあるのでしたら、どのように入れていくのでしょうか。 

 

主幹兼都市整備係長 

 基本的に、都市再生整備計画という最初の大前提の計画の中には記載されておりませ

んので、この事後評価の様式的には記載されていてやったものとか、記載されてないけ

れどもやったものとかいう形で表現することとなります。 

 委員さんのおっしゃるのは、現実的にこのような文言があるにもかかわらず何もやっ

ていなかったというご指摘と受けとめましたが、１次計画、２次計画とまちづくりをい

ろいろやっておりますので、たまたまスタートのワークショップについては別の欄にさ

せてもらいますし、いろんな場所で触れ合いはしておりますが、組織立ったものとして
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やっているものとしての記載はできないものですから、このような表現となっておりま

す。 

 実際、観光協会といろいろお話をさせていただいたり、地元に職員が逆に呼ばれてい

ったりとか、そういうことはやっておりますが、一つの組織としてワークショップ的な

ことでも継続してやっているということがありませんでしたので、このような記載にな

っています。 

 本来ならそういう組織をつくってやっていくべきだということになりましたら、また

その組織づくりも考えていかなければならないと思っておりますが、今の段階ではその

状況ですので、その状況を記載させてもらってあります。 

 

稲葉委員 

 何で聞いたかというと、まちづくり交付金事業の中の初めての事後評価じゃないです

か。 

 その事後評価シートの中で「なし」というのはいかがなものかなあと思いましたので

ちょっと聞いてみました。了解しました。 

 

望月（光）委員 

 この項でいいのかちょっとわかりませんけど、実施過程の評価ということですが、た

またまこれは工事をやっている、そういう期間中のこともいいのでしょうか。 

 例えばこういう工事というのは、商店街の場合ですと、工期が長くて困るという意見

が結構ありますが、今回の場合、結構関係機関と連絡し合って、工期の短縮に向けた努

力をされたと聞いていますし、工事の明細についても丁寧に地元に説明があったという

ことも聞いていますので、そういうことも列記したらいかがでしょうか。 

 

主幹兼都市整備係長 

 評価いただきましてありがとうございます。 

 実施過程の評価の中には主に市民参画の状況を記載するようになっておりますので、

先ほどからご意見も多々出ておりますので、その他の欄、ないしは記入できる部分に文

言として入れることを検討させていただきます。 

 

水口会長 

 それでは入れることにしましょう。 

 どこへ入れるかは、もう事務的に検討すればよいと思います。 

 他にどうぞ。 

 

諸星委員 

 名称の募集やその後の結果は広報「ふじのみや」に載っていたと思いますが、ちなみ

にどれぐらいの応募があったか、件数は分かりますでしょうか。 

 それだけ市民の方が興味を持ってくださっていたということを踏まえたいと思いま
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すので。 

 

主幹兼都市整備係長 

 応募は１０３件ございました。 

 広報については何月号でという記憶はありませんが、命名された方の表彰も行ってお

りますので、多くの市民の耳に入っておりましょうし、現在はその名称を愛称として使

わせていただいております。 

 

水口会長 

 ほかにございますか。 

 それでは、ほかのところに入れるもの、それからこの事業期間前・事業期間中・今後

の一層の参画というようなことをこの審議会の意見としたいと思います。 

 続きまして四つ目、効果発現要因の整理。 

 どうもこの名称が何かわかりにくい名称ですが、先ほどのものとも非常に関係してい

ますが、効果発現要因の整理という項目に関しての説明をお願いします。 

 

主幹兼都市整備係長 

 効果発現要因の整理について説明いたします。 

 同じページ、審議事項の２ページの評価シートの２）の成果指標の欄の右端の方に効

果発現要因という欄を設けさせていただいてあります。 

 ここの効果発現要因の整理というものにつきましては、効果を上げた成果要因につい

ては、当然今後ともまちづくりに生かしたい。 

 十分に成果が出ていない場合には、その原因を究明して改善を続けるということを重

視しております。 

 各指標における事業効果の発現要因を整理いたしましたので簡単に読み上げます。 

 観光客入り込み客数につきましては、基盤整備と民間活動の相乗効果により観光客が

増加した。 

 空き店舗活用数につきましては、事業により基盤整備が整ったことで新たな空き店舗

の利用が発生した。 

 駐車場利用台数につきましては、基盤整備と民間活動の相乗効果により観光客が増加

したことに伴い、駐車場利用台数が増加した。 

 地区周辺イベント数につきましては、事業による基盤整備が整うとともにイベントを

実施しようという機運が醸成されてきたと分析しております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

水口会長 

 只今説明されたところを総合して、このまちづくり交付金事業による基盤整備、それ

から民間活動ということへのまち交支援というのもあったわけですが、それが相まって

相乗効果で大きな効果を果たしたということをまず言って、それに何かつけ加えるかと
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いうことかと思いますが、ご質問、ご意見をどうぞ。 

 先ほども出ていたような観光客入り込み客数が増加した要因は、もちろんまちづくり

交付金事業だけではなくて、大きな社会背景から富士宮の大きなまちづくりの動向、あ

るいはたまたまのイベントとか何とかいうことが関わっているので、そういう意味では

さっきの意見と似ていますが、今後そういう状況はいろいろ動くわけですから、今後と

も注意していって、その時々の対策をとっていかなければいけないということはベース

にあると思います。 

 何かそれはあちこちに関係することですから、ここで言うか、どこかでまとめて言う

か、そのようなことだと思います。 

 

渡邉委員 

 今聞いておりますと、今回は狭いエリアでポイントを絞った観光振興を目的とした整

備を行ってきたわけですが、さらにこれを拠点として、今度は富士宮市全体をこれだけ

の観光資源をどう活用していくかというビジョンを詰めていかなければならないと思

います。 

 単に、国からお金をもらってこの周辺を整備して、観光客が増えた、ということだけ

でなくけど、長期的、広域的なビジョンが見えてくるとありがたいなと思いますが。 

 

主幹兼都市整備係長 

 先ほど説明しましたが、富士宮市は中心市街地活性化基本計画を策定しておりまして、

中心市街地での観光拠点である浅間大社というのがウエートを占めますので、今そこに

手を入れております。 

 今回の事業の目標としては中心市街地の活性化ですが、そのエリアも広げてあります

し、ハードとかソフトの事業もやっております。 

 その一部をまちづくり交付金で行っていると私どもは認識しておりますが、まだまだ

ほかのいろいろな事業、ハード・ソフトを絡めて進めていかなければならないと思って

います。 

 

渡邉委員 

 今回の事業を通じて、富士宮市全体の将来をどうように持っていくかということに繋

がれば、すばらしいしありがたいと考えましたので、あえて言わせていただきました。 

 

水口会長 

 ただいまの件につきましては、後半のところで少しまとめていきたいと思います。 

 ここでは視野はやや限定的ですが、効果があったという答申でよろしいかと思います。 

 では次に入ります。 

 事後評価原案の公表の妥当性という項目があります。事務局から説明をお願いします。 

 

主幹兼都市整備係長 
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 事後評価原案の公表について説明いたします。 

 資料２のまちづくり交付金事後評価シートの検討資料の１３ページをご参照くださ

い。 

 ここに記載させていただきましたように、公表につきましては基本的に市議会の全員

協議会の後の１０月２８日から１１月１４日の間、市のホームページに掲載させていた

だきました。 

 市民への広報としましては、広報「ふじのみや」の１１月号にホームページに掲載し

ていること、都市計画課でも公表しております、ということで記事を掲載しております。 

 意見の受付は１１月１４日までを期限とさせていただきましたが、メールや郵便、あ

るいは窓口への来庁者はございませんでしたので、特に住民からの意見はなしというこ

とで整理させていただいております。 

 

水口会長 

ただいまの事後評価原案の市民への公表についてご意見ありますでしょうか。 

 

稲葉委員 

 インターネット、そして広報掲載、回覧、戸別配布とありますけれども、これで幅広

く全戸に網羅されたとは思います。 

 ただ、それに対して意見が何もなかったというところが注目すべきところだと思いま

す。 

 実際、広報「ふじのみや」も全戸配布していますが、市民の皆さん全てに漏れなく行

き渡っているかという話までするとこれはまた別の問題でありますので、この件に関し

ては幅広くは伝わった、幅広く伝えましたということで良いと思います。 

 

水口会長 

 それでは幅広く公表されたという意見にしましょう。 

 実際は計画段階からの市民の関心をということですが、交付金そのものは、そのうち

の一部の事業の補助ですので、行政事務的にややこしいところがありますので、市民の

方はちょっと分かりにくいところはあるかもしれないですね。 

 それでは先ほどの文言で、「公表されたことを確認します」という事実の確認で行き

たいと思います。 

 次にその他とありますが特に何かありますか。 

 

主幹兼都市整備係長 

 その他につきましては、これまでその他のご意見をいただいている部分がございます

ので、その辺を整理させていただいて、会議録をまとめさせていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 

水口会長 
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 それでよろしいでしょうね。 

 それでは、次の事後評価の手続は妥当に進められたか委員会の確認について説明をお

願いいたします。 

 

主幹兼都市整備係長 

 今までのものが割と定型的といいますか、数値がクリアしているとか、事業評価を行

った、公表を行ったとか、過程の記述をしたとかいうことで、事後評価の事務手続につ

いてご審議いただいたと思っております。 

 ここの段では、今までの審議を通じて事後評価の手続、方法書等にも書かれているよ

うに適切に進められたかどうかという点についてご審議をいただきたいと思いますが、

事務局からすると、事務手続ですので適切に進めておると考えておりますので、ご評価

いただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

望月（芳）委員 

 確かに事務的な手続は妥当に行われたと思います。 

 それはそれでいいと思いますが、ここで新たな課題が見つかったのではないかと思い

ます。 

 そういう課題が見つかったということは、これで「全て良いのではない」ということ

を少し文言的に私は入れた方がよいのではないかと思います。 

 単に事務的に行うのではなくて、やはりまちづくりなので生き物なので、新たな課題

が見つかったということも一つ明記をさせていただいたらどうかと思います。 

 

水口会長 

 このまちづくり交付金事後評価の第三者評価は、冒頭にもあったように、それ独自の

委員会をつくるか、それとも都市計画審議会を活用するか、これは始まって間がないの

で数が少ないのですが、それ独自の委員会をつくっている都市も多いようです。 

 都市計画審議会を活用することでかえってまずかったような、まちづくり交付金事業

を超えてまちづくりの評価、あるいは中心市街地活性化、まち中再生全般の意見が出た、

あるいはこれからもまた出るのではないかという意味では、ちょっと先走っていますが、

よかったのではないかと思います。 

 それを国に対する意見のどこに書くかは、事務局で事務的にチェックして、同様の趣

旨が後半の項目で沢山ございますので、その部分でどうでしょうか。 

 

………「はい」の声あり……… 

 

 それでは後半に入ります。 

 最後に、全体のまとめというのを確認します。 

 後半は４項目、全般として今後のまちづくりについての審議という項目で、細かくは
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四つあります。 

 一つ目、今後のまちづくり方策の作成についてですが、事務局よりの説明をお願いし

ます。 

 

主幹兼都市整備係長 

 今後のまちづくりの方策になります。 

 今まで評価結果、さまざまな内容を見てまいりまして、それを踏まえた上で今後必要

となるまちづくりの方針や、とるべき施策等について検討してきまして、ここに記述し

てあるものにつきましては、庁内検討会で検討した内容を記述させていただいておりま

す。 

 審議事項の３ページ、様式２の２になりますが、こちらの欄で今後のまちづくりの方

策についてご説明させていただきます。 

 これも庁内検討会で出たものを整理して記述してありますので、読み上げさせていた

だきます。 

 「富士山せせらぎ広場から中心市街地（浅間大社方面）への歩行者動線をより向上さ

せ、回遊性を確保するとともに、安全な歩行空間の確保を図る。 

 地区全体で観光客の安全性、利便性、快適性の満足度を向上させ、リピーターの確保

を目指す。 

 大宮保育園、ファミリーサポートセンター、地域子育て支援センターを通じた地域と

の交流が活発であり、さらなる活用を図る。 

 「富士宮やきそば学会」など民間による活動が活発化してきたことから、さらに行政

は観光協会、商工会議所、社会福祉協議会等と連携してまちづくりを行う。 

 富士山が世界文化遺産の暫定リストに入り、現在、世界文化遺産登録を目指している

ことから、景観により一層の配慮を行う。」 

 以上が庁内で検討した結果の記述でございます。 

 方策が適切であるか、またそれ以外のご提言がいただけるか等々についてのご審議を

お願いいたします。 

 

水口会長 

 似たような項目がこの後に出てきます、今のように、これが原案で、これについてつ

け加えるべきことも含めて今ご意見をお伺いします。 

 あるいは、この項目の今後のまちづくり方策という中にある記述をもうちょっと発展

的に書くべきだというご意見もあるようですがいかがでしょうか。 

 

鈴木委員 

 ここに記述してある５番目の話について、記述方法の要検討をお願いしたいと思いま

す。 

 まず原案の富士山が世界文化遺産の暫定リストに入り、現在、世界文化遺産を目指し

ていることから景観に今後より一層配慮していくと書かれていますが、景観を守ってい
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くということは、世界文化遺産のための景観ではないと思います。 

 やはり、今後富士宮市として景観計画をつくって、市で条例化して一定の縛りをして、

市民の皆さんにそれを守っていっていただくということを考えますと、やはり自分たち

が、この富士山は我が国が誇るすばらしい景観という意識を共有していただいて、そう

いった富士山という資源を後世に継承していくという概念に立ってじゃないと、景観計

画や条例がなかなか実現に乏しいんじゃないかということから、私なりにここの文言を

言わせていただきますと、｢我が国を代表する富士山のすばらしい資源を後世に継承す

るために景観計画を策定し、景観への配慮を行っていく」というふうな記述の方が受け

入れやすいのではないかと思います。 

 といいますのは、私、今はほかで話題になっています平泉へ視察に行ったのですが、

平泉は８００年前の田園風景が今もそのまま残っているということで、いろんな規制が

かかっているわけですが、世界遺産登録のための条例制定と言うと、市民から非常に抵

抗があるというところで、そこの配慮に一番苦慮しているという話も伺っております。 

 そうしたことを回避するためには、やはり市民が一つになって、このすばらしい自分

たちの地元の資源を守っていくんだという意識をみんなで共有しないと、なかなか難し

いかなと思います。 

 

水口会長 

 ありがとうございました。 

 賛成です。 

 景観法以前の自主景観条例の策定も比較的早かったですし、きょうの議題の三つ目の

報告で法定の景観計画の策定作業を進めていることもありますので、今のご趣旨のよう

に変えていただきたいと思います。 

 もしここでも少し世界遺産のことをＰＲしておく必要があるならば、何か後の方でな

お書き的に、それにも役立つというような意味での記述としたほうが良いと思います。 

 この審議会意見をどの部分に書けばいいのかよくわからないのですが、この部分を直

すのか、それともそういう意見があったというような言い方をするのか、いかがでしょ

う。 

 

主幹兼都市整備係長 

 基本的には、今回も議事録を作成しますので、それは皆さんの意見をそのまま言った

ように、その他へ入れるとか、本文へ入れるとかいうように、どのような形にもなりま

す。 

 その中で反映するものを整理して、シートの方へ反映するかどうかという点も出てき

ますので、議事録としては、すべての意見を今の様式８に全部書き込んで、その中で今

言っていただいた内容の部分については、訂正とか追加という形で対応したいと考えて

おりますので、審議会としては、こういう方がよろしいでしょうという形で記録をつく

るところで行けるかなと思っております。 
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水口会長 

 この場で文言調整まではいかなくとも私に任せていただいて、入れる入れられないと

いう仕切りだけは、今までに入れないというものはなかったですが、仕切りだけはして

いきたい。 

 それをどこに入れるのかということも、ある意味、事務的な話なので、事務局及び会

長にお任せ願いたいという方向で行きたいと思います。 

 他にどうぞ。 

 

寺田委員 

 今後のまちづくりの方策ということは事後評価の中でどのような位置づけというか、

今回行った事業のこれからの方法論と、あと今後さらなるまちづくり交付金への期待も

含めたものなのか、さらにこの地区はあくまで中心市街地というようなことで考えてい

くのか、市全体へも波及できるものかどうか、これらについての説明をお願いしたいと

思います。 

 

主幹兼都市整備係長 

 まちづくりの方策自体につきましては、先ほど会長さんが言っていたように、成果と

か達成要因が出てくると、それに対して今後こういう方策が良いであるとか、あるいは

これはまずかったからこうした方がいいというご意見をいただきたいと考えておりま

す。 

 言葉自体「まちづくり」という言葉を使っておりますので、今回については、このエ

リアの中でお話をさせていただいておりますが、今後は逆に、今のエリアから広げた方

が良いといった意見をいただいてもいいかと思いますが、ベースとしましては、今のエ

リアの中のまちづくりの方策ということで、それにプラスして発展的なご意見をいただ

きたいと考えております。 

 

 

水口会長 

 冒頭の説明のＰＤＣＡのＡの部分ですね。 

 チェック、事後評価して、次の行動に向けていろいろ改善したり追加したり継続した

りと。 

 その範囲が、対象地域もこれは中心市街地の計画だったわけですが、それと非常に密

接な関係があれば入れていいかと思います。 

 もちろん今回の地区より一回り外側まで広げるといったこともあると思いますし、そ

の一番狭くはまちづくり交付金の事業で行い、それにつなげていくというパターンです

が、それはまちづくりのほんの一部ですから、今後の中心市街活性化に係るまちづくり

だとか、それと密接に関連するまちづくりというものに関しての今後の方法・課題とい

うご発言があっても良いのではないかと思います。 

 ただ非常に広がりますので、いつまでたっても意見が出てくる可能性もあるので、そ
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の辺をできる限り集約して、集中的なものをご発言願いたいということです。 

 

稲葉委員 

 まちづくり交付金事業は、観光客入り込み客数も増えて、目標値を達成したというこ

とで、交流人口を増やすことができましたが、大宮保育園、ファミリー・サポート・セ

ンター、地域子育て支援センターを通じた地域との交流がというのがありますが、実際

問題、この資料４の人口推移を見ると、区域内の人口は減っています。 

 定住人口についてはこういう文言を盛り込んでおかないと。今後の課題策としてやっ

ぱりいけないと思います。 

 地域との連携という言葉を行政はいろんなところで使いますが、今後の課題として定

住人口をしっかりと見込んでいくようなものを盛り込んでいかなければいけないと思

います。 

 

水口会長 

 ありがとうございました。 

 他の地方都市の例と比べると、この都心部の人口減少もまだたいしたことはないなあ

という感じはあるんですが、将来的において、一つは都心部の子育て支援みたいなもの

によって周辺市街地との分担があっても良いのですが、課題としては、都心部の定住動

向を今後よく注意していくということを言って、状況によっては中心市街地居住促進み

たいな、これはもっと逼迫した都市がいろいろな方策をやっていますが、そういうこと

も今後検討していくことは要注意だというくらいのことはあってもいいのかもしれな

いですね。 

 これは中心市街地活性化計画全体のプログラムの戦略みたいな話だと思います。 

 

望月（芳）委員  

 今の稲葉委員の質問に関連しまして、そもそもこのまちづくり交付金の目標の中に、

いただいた資料２の１ページに「まちづくりの目標」という文言が変更前と変更後とい

ろいろ書いてありますが、その中に今の稲葉委員の言った定住人口の問題も書いてあり

ますし、またその他の「来街者のサービス向上により、より活性化に資する」というよ

うな文言も入っています。 

 これについて、今回やってきた事後評価とはまた違った、最初のそのものを設定した

目標があって、やはりこれも追跡をしていかなければならないと思います。 

 自分たちの目標設定したものに対することも今後の方策の中に入れて、追加として見

守っていくということが重要ではないかなと思っています。 

  

竹内委員 

 私はまちづくりの専門家でありませんが、こちらのページの内容として、他の地域等

を勉強させていただいております。 

 やはりこの２０００年にやきそば学会が発足して、全国のいろいろなまちづくりの中
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で、彼らの活動がこのまちの活性化し、それをこの資金等を活用しフォローアップする

形の基盤整備を行っていることについて、たぐいまれな成功事例だなと私は評価してお

ります。 

 本当にそういう形で、あのようなＮＰＯさんが何もないところから市民にまちづくり

の意識を起こさせて、数年間の期間を経て、こうやって花開いてくる。 

 特にイベントなんかを見させていただくと、従来からあったものに加えて直近これだ

けのものが実は出てくる。 

 もちろんＢ－１グランプリなどの大きな効果というのは多分にはありませんが、常に

いろんな形でこのようなイベントを行っていく中で、文化ができ上がっているというこ

とは素晴らしいことだなと思うわけです。 

 そうしたときに、この次の段階というのはすごく難しくて、今でき上がったこの富士

宮のまちは、要するに何を、どういうまちを目指しているのだろうかと、私は隣町の富

士から見てみると、いわゆる門前町なのか観光地なのか、でもよく考えてみたらやっぱ

り工業地のベッドタウンですよねとか、今、逆にこれぐらいになってきたが故に、この

富士宮のこれから目指す、このまちをどうするかという方向感を、まさに１２万の皆さ

んが決めていかなければならない一番難しい局面に来たかなと思っております。 

 例えば、これだけやきそばでブレイクして、ひょっとするともう２００万人入り込み

がつく。 

 しかし、本当に観光で食っていけるまちかというと絶対そうではないと思います。 

 そうしたとき、観光でもう一段大きな存在になるのだとすると、そこにもう一つの仕

掛けが必要で、それが滞在につながるかどうかというのは非常に大きなポイントだと思

いますが、そういうような目標に向かって進んでいくのでしょうか。 

 私は、そういう部分でさまざまな事例を見てきたとき、例えば瀬戸内海の直島のやり

方というんでしょうか、芸術的なものをその地域の中で、従来あそこは「家プロジェク

ト」というのがありますが、従来の民家の中に芸術家の創造性あるものをどんどんつく

らせていって、地域全体がディスプレーになるということです。 

 多分そのような発展の方向性をどんな形で考えていくかということがすごく大事か

なと思います。 

 だから、よそから見ていると、大成功したがゆえに、これから目指す方向というのを

皆さんで決めていくとすると、このまちづくり交付金の次のステップというのを考えて

いくことがすごく大事だなと第１点に思っております。 

 それと、この話はちょっと飛んじゃいますけれども、二つ目に、逆に言うとある面で、

もうこの富士宮だけでどうするこうすると考える時代じゃないのかもしれない。 

 やはり静岡県東部の中でこの富士宮というのをどういう位置づけにするのかという

世界で考えていく、そういう大きな中での地域の役割分担の中での富士宮の特性を出し

たまちづくりを静岡県東部の中で考えていくということが、今後、第２段のまちづくり

交付金評価に当たっての次のベースとして考えていかなければいけないと考えており

ます。 

 自分のこの地域だけのことで、次にお金を取ってどういうふうにしようという世界と
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はもうちょっと違うのではないかと思います。 

 つまり、どう考えてもあと１０年ぐらいに道州制の方向感というのが見えてきたとき、

この静岡県東部というのが実は当たり前に東海州の中に入るとは到底思えない。 

 浜松などはおそらく勝手に豊田の中に入って、あちらに行ってしまっているわけです

が、静岡県東部のこの地域というのは、明らかに南関東と甲府も含めて関東圏の世界で

生きていくべきところだとすると、そのような視点の中でこのまちづくりを進めていく

ぐらいのことを、実はこういうペーパーの最後のところで謳ってもいい。 

 それは謳わなくても、富士宮の自分のポジショニングというのを、少なくともそろそ

ろ考えた中でやっていかれるべきじゃないかと思っています。 

 この評価の話と少し話がでかくなりすぎて恐縮ですけど、そういう視点が意外に私は

大事じゃないかなあと思っております。 

 

水口会長 

 ありがとうございました。 

 確かにこの間、ソフト、ハードを含め、富士宮のまちづくりは少し外のまちから見て

も頑張ってきた。 

 ただ、その先どうするのというので、ある意味、文化的視点の重点導入とか、いろい

ろ基本方向の工夫が要るという話と、より広域的な自らの位置づけみたいな話、これは

総合計画的な、まちづくり全般の話になりますが、何かそういったものをこの事業評価

をきっかけに改めて考えるというようなことがあって、それは自らに対するメモ書きか

もしれませんが、しかしそのようなことを考えようとしているということは、補助した

国から見てもうれしいことかと思うので、そういうところまでこの際議論しようとして

いるということで、いろいろ工夫をしてみましょう。 

 

河原崎委員 

 大きいところからもう一度小さいところへ戻ってしまうのですが、商工会議所は別に

イベント屋ではありませんが、市と一緒になって様々なイベントを行ってきている中で、

今後のまちづくりの中の、せせらぎ広場から浅間大社への歩行者動線をより向上させ、

回遊性を確保するということが、いろんなイベントをやるときに非常に困っております。 

 ですから、何かここのところが切れてしまったために、せっかくあるせせらぎ広場と

の連携が出来ていないのが現状でありますので、ここが一番の最優先課題ではないかと

思います。 

 来年は国民文化祭もありここを利用すると聞いておりますので、是非ともよろしくお

願いいたします。 

 

水口会長 

 それでは、議案書の３ページの冒頭に書いているものを、そのとおり冒頭でというこ

とでよいのではないかと思います。 
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山口委員 

 ここまでの説明の中で、災害に強いまちづくりというものがまったく入っておりませ

ん。 

 特にここは海抜が一番低いところですので、二宮神社から駅前通りまで、それから駅

前通りを北へ行く遊水池が入っていますが、この動線の中で防災的な観点も検討してい

ただければありがたいと思います。 

 

主幹兼都市整備係長 

 現在行っているまちづくり事業のメニューには直接入っておりませんので、目標設定

の中で防災的な観点の目標を設定するとそのような事業も取り込めるようになって参

ります。 

 そういう事柄もあるということを頭に入れて、今後の計画の中で検討して参ります。 

 

山口委員 

 今後のまちづくり方策の中に入れていただければ良いと思います。 

 

水口会長 

 他にございますか。 

 それでは、先ほどの議案書の３ページの下の段にある今後のまちづくり方策について

は、追加意見はかなり出ましたが、修正意見としては景観のところで書く内容を変える

ということがありましたので、それはそのとおりにしましょう。 

 つけ加えるべき意見が、前半の議論の中でもこの項目に来るようなものもありました

し、今の竹内委員のような全体の方針的なものもあって、何度も言いますが、それをど

こに書くのがふさわしいかという技術的な検討はありますが、基本的には趣旨を入れる

という方向で行きたいと思います。 

 次にフォローアップとありますが、この項目について事務局の説明をお願いします。 

 

主幹兼都市整備係長 

 フォローアップについて説明いたします。 

 先ほどから見ていただいております審議事項の１ページに戻っていただいて、２ペー

ジのシート用紙になります。 

 ここに右片括弧で指標を横にずっと書いてある右端の欄に、フォローアップの指標を

記載しております。 

 フォローアップは、先ほど申し上げましたように、平成２０年度はまだ終わりません

ので各指標の数値が確定しておりませんので推計値となっております。 

 推計値が確定値に変わった段階で最終的に事後評価の整理をするという意味で、各指

標の確定時期にそれぞれ期日を指定してあります。 

 おおむね平成２１年度中に、各指標それぞれ数値が確定した段階で数値を確認しまし

て、万が一、目標値を下回るようなことがあれば、いろいろ問題があると思いますが、
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目標値を上回っていれば、そこで確認できたということで事後評価を確定するという方

向で行きたいと思っております。 

 

水口会長 

 かなり具体的なことで、これは、この表にあるようなときにデータが出てきてフォロ

ーアップするということです。 

 それを、必要に応じて再評価を行うといったことがあった方がいいのかもしれないで

すね。 

 フォローアップした結果、何か下がってしまったということはあり得ないわけなので、

必要に応じて再評価ということを入れて、国にも報告するし、市民にも公表するという

趣旨かと思います。 

 そういう趣旨のことを委員会の意見として書けばいいのかと思います。 

 この項について特にご意見はありますか。 

 

望月（芳）委員 

 一つ確認だけさせていただきたいと思いますが、フォローアップはこの記載された時

期だけで、１年ごととか、そういう規定というのはあるのでしょうか。 

 

主幹兼都市整備係長 

 基本的に２０年度の目標値に達したかどうかのチェックですので、２０年度の数値が

確定した段階で終わります。 

 評価というのは、目標値が２０年度に設定しておりますので、それの推計値のチェッ

クだけという意味合いでありますから、２１年度だけで２０年の推計値が終わっていれ

ば、今回の目標については達成しているということになります。 

 ただし、先ほどもありましたように、その数値がそこで切れる訳ではありませんので、

まちづくり全体としての考え方に対しては、同じように数値を把握していくということ

で考えております。 

 

望月（芳）委員 

 もう１点、今フォローアップのことだけでしたが、事後評価全体については２０年度

だけでしょうか。 

 

主幹兼都市整備係長 

 この事業が最終年度で事後評価をするということですので、今回した結果が事後評価

で終わりになります。 

 

水口会長 

 この統合的な補助金という制度がいかにも過渡的で、本当なら私は市町村の自主財源

に将来的にはなるんだと思っていますが、このような過渡期ですから、国が自分の事業
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としても事後評価を求める。 

 しかし、本当は、富士宮市の総合計画とかマスタープランとか、そういうところで自

ら事後評価なりをしていくという、その過渡期だと思います。 

 ですから、国に報告するということ抜きで、自主的に自分でそういうシステムをつく

っていく。 

 そういう動きはどんどん出てきていますし、そういうことの一つのきっかけになれば

と思います。 

 他に質問はございますか。 

 それでは、このフォローアップの件はよろしいですね。 

 

………「はい」の声あり……… 

 

 その他は特に何かありますか、事務局。 

 

主幹兼都市整備係長 

 特別、事務局からはございません。 

 

水口会長 

 最後の項目になりますが、今後のまちづくり方策は妥当か、委員会の確認。 

 これは今後の問題に関して何か包括的に言い残したことなどを求めているのだと思

いますが、いかがですか。 

 

主幹兼都市整備係長 

 これは、その他の意見などが仮に出た場合に、総合してもう一度、今審議された内容

がそれでよいかと確認していただくことで良いかと思いますので、その趣旨でご審議い

ただきたいと思います。 

 

水口会長 

 ということで、何か残されたその他の意見もここに入ってくるようですがいかがでし

ょうか。 

 

望月（芳）委員 

 今まで議論をして、いろいろと国へと提出するということで、ある規定の中で行って

きましたが、その中でこのような事業を評価して課題を見つけるということに対して、

ここで今審議をしたわけですが、地元住民との関わりというものが非常に弱いのではな

いかとの印象を受けました。 

 この地域で生活している人たち、それから商業をやっている人たちの意見といったも

のを、このまちづくりを行ったことによっての評価といったものが何か見えてこないな

という部分、それはやっぱり生の意見だと思います。 
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 今後に役立てるためには、地元との関係がちょっと弱いのではないかということと、

もう一つは、今、役所内でいえば都市計画の部分で行われていますが、まちづくりは多

岐にわたっている部分ありますので、そういう意味では総合的な見地から行われていく

ことが一番良いのかなと思います。 

 それと、役所だけではなくて、地域の人たちにもそれぞれの役割があると思います。  

 それから、先ほども出ましたけれども、民間の団体さんにいろいろと協力を願って、

今までもまちづくりとしていろんなイベントとか参画をされているので、そういった意

味で、やはり個々の役割分担というのが今後重要になってくるのではないかと思います。 

 その辺も今後協議をしていくというか、ある程度役割分担ということで位置づけをす

れば、もっとわかりやすく、それから機能的になってくるのかなということです。 

 

水口会長 

 他にいかがでしょう、最後の今後のまちづくり方策は妥当か、委員会の確認という項

目になります。 

 

清 委員 

 今、やきそば学会が非常に頑張っていただいて、観光客の入りも多くなってきており、

最近はにじます学会が立ち上がったようですが、市としては、その他にも何か考えのよ

うなものがあるのでしょうか。 

 

都市整備部長 

 実は、やきそばのまちおこしを官民協働で行っていますが、やきそばも、まちおこし

活性化の一つの材料、道具ですよね。 

 にじます学会もそういうことです。 

 ですから、やきそばもにじますも、それからそれ以外の浅間大社のことも世界遺産の

ことも全部含めて、人が一人でも多く富士宮に来てもらいたいなというような意味でい

ろんな活動を行っているわけです。 

 先ほどから、地元の方とか地域の方、各種団体との関わりはどうなのかという話もあ

りましたが、そもそもこのまちづくりを行うときに、地元の皆さんと話し合いながらル

ールをつくり、協議会もつくり、延々話し合いをしてきています。 

 そんな中でＴＭＯが立ち上がり、ＮＰＯも立ち上がったりして、それぞれが事業活動

に取り組んでいただいております。 

 先ほど話があった神田川の１期工事が終わりましたので、２期工事もという話もあり

ますが、２期工事についてもすでに地元の方々との話し合い、意見交換をさせていただ

いております。 

 神田川のせせらぎ広場を設計するにも、市民の意見を聞きながら設計してきたという

こともありますので、市民参加、市民と一緒にいろんなものを考えていこうというのが

念頭にあります。 

 その一つの現れがやきそば学会であり、にじます学会であるということだと思ってお
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りますので、今後も皆さん方と一緒に話し合いながら、市民参加を念頭に、良いまちを

創っていきたいと考えております。 

 よろしくお願いします。 

 

水口会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、まとめの確認に入りますが、ちょっとここで休憩をとります。当初１０分

と思っていましたが、全体が１５分で、それでエンドも含められているので、５分休憩

としましょうか。ちょっと短いですが、あの時計がほぼ合っていますから、４時２０分

から再開して、まとめの確認と、あと二つの確認事項を行います。 

 

 

………〔 休 憩 〕……… 

 

水口会長 

 休憩時間も急がせてすみません。 

 前の議論を踏まえて、この審議のまとめの確認をしますが、まずは、ふだんの都市計

画審議会と同様、この評価委員会としての、かなり詳細な議事録をとっております。 

 それを公表するという形で、それはそれで、市民に対する公開も含めて、ある発言記

録としての効果を持ちます。 

 併せて、それを事後評価に対する委員会意見として入れていくものが、追加的に入れ

るものと修正的に入れるものとがあります。 

 追加的に入れるものは、先ほどの最後の項目の部分で良いかと思いますが、どこで書

くのが一番読む方にとってもわかりやすいかということを事務的に検討するというこ

とで、入れるもの入れないものは一応今までの議論の中で個別に確認をとってきたつも

りではおりますが、ちょっと事務局の方からそのような立場で説明をお願いいたします。 

 

主幹兼都市整備係長 

 議事録については、録音テープを確認しながら作成します。 

 様式８の審議様式については、方法書については、方法書に従って事後評価が適正に

実施されたことが確認されたということで記入させていただきます。 

 成果の評価につきましては、四つの指標とも数値目標を超えており、事業効果が発現

していると言える。 

 なお、各指標の今後についても注目していくこと。 

 実施過程の評価につきましては、「神田川周辺の名称募集をしました」としておりま

すが、ワークショップも実施しておりますので、これにつきましては、評価書の実施過

程の評価の右側に今後の対応方針とありますので、そこで従前やっていたことも記述し

た上で、今後ともこのように市民参加を図るという説明させていただきたいと考えてお

ります。 
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 効果発現要因の整理につきましては、「大きな効果を発現している」とさせていただ

きます。 

 事後評価の公表の妥当性については、「わかりやすく」というのは少し語弊があるこ

とになりますので、「市民に幅広く公表させていただいた｣という文言にさせていただき

ます。 

 その他については、いろいろご意見いただいておりますので、それを整理しまして、

今後のまちづくりの中に記入させていただくつもりでおります。 

 事後評価の手続はどのように進められたかにつきましては、「妥当である」とさせて

いただきます。 

 また「新たな課題が見つかった」という言葉をいただきましたので、それらを整理さ

せていただきます。 

 今後のまちづくりの方策の作成については、評価に入っております６項目、４項目に

ついては「ご理解いただいた」と認識しております。 

 ５項目の富士山文化遺産の件については、委員さんからのご意見を整理し文章を作成

して参ります。 

 それ以外にもいただいている意見がございますので、それについては基本的に審議事

項の中で、この審議のペーパーの中ですべて記入させていただきます。 

 今、雑駁にお話しましたので、文言の内容と、それから評価シートに載せる部分につ

きましては、審議中に会長からもお話しさせていただいてありますので、それらを整理

して、文書については、事務局と会議録と会長のご指導をいただく中で整理させていた

だきたいと考えております。 

 以上です。 

 

水口会長 

 それでは、今報告がありましたが、国への報告が年末だとすれば議事録の作成は少し

急ぐ必要があるかと思いますが、議事録を元にして、今まとめられた線に沿って、趣旨

はもうご意見が出ましたから、具体的な文言、簡潔な文言等を入れる場所に関して事務

的な調整を事務局にしていただいて、私の方に一任いただいて、それをチェックすると

いう手続で行いますが、ご異議ありませんか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

  

水口会長 

 ありがとうございました。 

 それでは次に報告事項に移ります。 

 報告事項の（１）都市計画道路必要性再検証について、事務局から説明を求めます。 
 
都市計画課長 

それでは、前回の審議会で時間切れになってしまいました都市計画道路の必要性再検
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証につきまして、改めて説明させていただきます。 
私からは、再検証を行うこととなった社会的背景などについて説明させていただき、

資料に沿った具体的な考え方や手順、スケジュールの説明は、担当職員からさせていた

だきます。説明時間は全体で１５分程いただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 
まず、富士宮市の都市計画道路の現状ですが、市内には都市計画道路が２５路線あり

ます。その多くは高度経済成長期における人口増加や交通量の増大に対応するため昭和

３０年代と５０年代に計画決定されたものです。このうち、決定から長期間が経過して

も未だ事業に着手していない路線も存在するなど、その改良率は４割弱にとどまってい

るのが現状です。このような現状がつづく中、都市計画を取り巻く背景や社会情勢が大

きく変化してきています。人口減少の始まりや少子高齢化の急速な進展など、近年の社

会情勢や都市構造の変化には著しいものがあります。これを受けて都市計画行政もこれ

までの成長・拡大基調を前提とした計画からの転換期にさしかかってきていると考えら

れ、都市の骨格形成という重要な役割を担う都市計画道路もその必要性を今一度、再検

証・再確認する必要が生じてきております。 
都市計画道路の再検証の動きは、近年全国的なものとなっておりまして、全国６４の

都道府県・政令市のうち５８団体が平成１９年度までに、また残りの６団体も平成２０

年度中に｢都市計画道路の見直しガイドライン｣を策定し、管内の市町村に対して見直し

を促している状況でございます。静岡県においても、平成１９年３月に県が｢都市計画

道路の必要性再検証ガイドライン｣を策定しまして、これを受ける形で、既に昨年度ま

でに静岡市、浜松市、富士市、掛川市、富士川町が着手しております。また、今年度か

ら富士宮市のほか焼津市と伊東市も着手している状況でございます。県のガイドライン

については、前回の審議会に参考資料としてお配りさせていただきました。 

今回、富士宮市が行う必要性再検証も、県のガイドラインに基づいて、将来人口・交

通量等の客観数値による合理的な判断基準をもとに「再検証」を行い、広域的な調整を

行いながら、平成２２年度までかけて進めていく予定です。また、今後、検証作業を進

めていき、来年度の本審議会へも適宜、状況を報告させていただく予定です。そして、

再検証結果の公表後は、利害関係者や地域住民の皆さまと話合いを持ち、ご理解とご協

力をいただき、都市計画法上の手続にも入って行きたいと考えております。少し先の話

になりますが、その際には、路線の変更や廃止ということで、審議案件として諮問させ

ていただくこととなりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 

続きまして、担当職員より、都市計画道路の必要性再検証指針と今後のスケジュール

について、説明させていただきます。 
 
都市計画課計画係主査 

担当しております都市計画課 計画係の高橋と申します。 

よろしくお願いいたします。 

都市計画道路の必要性再検証については、検証作業を進めるうえでの基本的な考え方

や手順を示した指針を先般定め公表したところでございます。その指針が資料２でござ
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います。また、この概要版として、Ａ３カラーの資料１を作成しております。本日はこ

の資料に沿って再検証作業の進め方と今後のスケジュールについて１０分程のお時間

をいただきパワーポイントで説明させていただきます。それでは、恐れ入りますが座っ

て説明させていただきます。 

それでは、スクリーンと報告事項１資料１概要版を併せてご覧ください。 

本指針は、富士宮市内の２５路線の都市計画道路について、今後の社会情勢の変化に

対応した都市計画行政への転換の視点にたち、それらが今後、本当に必要な道路なのか

を今一度検証するための基本的な考え方を示すものです。 

まず、現在富士宮市の都市計画道路がどのような状況におかれているかを示します。

併せて報告事項１資料２指針の４ページをご覧ください。 

富士宮市の都市計画道路は全部で２５路線、全体で約６６．５キロメートルになりま

す。そのうち、既に改良が終わっているものがおよそ２４．３キロメートル、割合にし

て全体の３６．５パーセントにとどまっている状況です。 

今までは人口が右肩上がりだった日本においても、今後は人口が減少していくと予測

され、富士宮市においても同様の現象になると考えられます。 

これと同時に公共事業に対する投資も１０年前と比べておよそ半分以下となり、ます

ます道路整備を進めるのが難しい状況になりつつあります。 

したがって、今後は、人口減少や少子高齢化の進展など社会情勢の変化に対応したま

ちづくりを進めるとともに、より効果的な道路整備を進めるために、限られた予算を効

率的に配分していく必要があります。 

必要性再検証の基本方針は、未着手の都市計画道路に対して、その道路が本当に必要

なのか、あるいはその事業の実現性や合理性はあるのか、といった観点からひとつずつ

検証を行っていきます。 

そして、その検証結果から、今後の事業化に向けて、現決定を維持していく路線であ

るか、または変更や廃止など、計画を見直していかなければならないのか方針を定めて

いきます。これらの方針が定まったのちは、現決定を維持していく路線については今後

の事業化に向けての検討を行い、一方で変更や廃止となった路線については、個別に具

体的な内容を検討していくことになります。 

では再検証の具体的な説明をいたします。はじめに全体の流れを説明し、その後に個

別の具体内容について説明いたします。 

引き続き、報告事項１資料２指針４ページの都市計画道路の一覧表をご覧ください。

参考資料としてＡ３の図面も配布しておりますのでご覧ください。 

再検証対象区間の選定にあたり、まず、全線改良済みの４路線、最上段の自動車専用

道路等根幹的道路の第二東名自動車道、最下段の歩行者専用道路の宮原外神線は再検証

の対象から除かれます。 

その後、再検証の対象とする区間を分割設定します。一路線といっても非常に長いも

のもあるため、路線をいくつかの区間に分けて検証を行っていくためです。 

この再検証の対象区間を用いまして、必要性の検証へと進んでいきます。ここでは、

一般的な道路機能として防災と観光振興の２つの観点から必要性の検証を行います。 
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次に、合理性の検証を行います。ここでは、立地的な制約や計画の妥当性、また、将

来的な交通量や現在の土地利用との整合性の３つの観点から検証を行います。 

最後に道路網での検証を行います。ここまでは、区間単位での評価を行ってきました

が、道路というのは区間毎ではなく、それらがつながって初めて効果が発揮されるもの

ですので、道路網全体でのネットワークから検証が必要となります。 

具体的には、自動車や公共交通の機能が果たされるものとなっているか、富士宮市の

将来都市像と整合しているか、道路網としてネットワークの連続性が保たれているか、

などの観点から検証を進めます。 

では、次に対象区間の設定について、もう少し詳しく説明をいたします。 

再検証対象区間の設定では、先ほど若干触れましたように、各路線を分割して検証を

行う区間単位を設定します。その際には、幹線道路などの主要な交差点や上位計画で位

置づけられている区間などによって分割設定していきます。 

次に、必要性の検証について具体に説明いたします。 

必要性の検証では、各区間の持つ役割、機能に着目して検証を行っていきます。 

具体的には、渋滞緩和への効果、自転車や歩行者の交通量、さらには主要な都市施設

等を結ぶアクセス性、土地区画整理事業等市街地形成に果たす役割、電線類や上下水道

の整備計画との関わり、これらを一般的な道路機能として検証していきます。 

加えて、災害時の緊急輸送路としての役割や消防活動を円滑にするための役割といっ

た防災機能、都市景観の向上や観光地へのアクセス等の観光振興機能といった観点から

も検証を行っていきます。 

次に、合理性の検証について具体に説明いたします。 

必要性の検証では、役割や機能に着目してきましたので、合理性の検証では計画の配

置や規模といった点に着目して検証を行っていきます。 

具体的には立地的な制約として、事業費や事業期間の増大につながる橋りょうや立体

交差など大規模構造物が発生しないか、または歴史的文化的価値の高い支障物件や自然

環境豊かな風致地区に抵触していないかといった観点からの検証を行います。 

また、計画の妥当性として、計画路線を作らずともその機能が代替できる路線が近く

にないか、といった観点や現在の道路構造令と当時決定した計画路線が整合しているか、

といった観点から検証を行っていきます。 

３つ目は交通・土地利用の整合性として、将来交通量に対して計画されている道路規

格が過大となっていないか、土地利用の状況から地域の活動や特性を損なわないかとい

った観点から検証を行っていきます。 

これらの検証結果を用いまして、最後は道路網での検証について説明いたします。 

道路網での検証では、まず先ほど検証を行った区間での必要性、合理性を用いて仮ネ

ットワークを作成します。仮ネットワークというのは道路網を全体で検証するために、

ひとまず設定をする道路網です。 

仮ネットワークの設定方法ですが、必要性かつ事業実現上の合理性も高く、事業上の

支障が少ないものに関しては「現決定を維持」と判断します。 

次にその区間の必要性は高いが、このままでは事業実現上の合理性は低いと判断され
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たものに関しては、線形や幅員等を変更することでより整備し易くできないか、といっ

た観点から、「変更」と判断します。 

最後に必要性が低いものに関しては、社会情勢が変化し、決定当初のような役割を果

たせなくなったと考え、「廃止」と判断します。 

これらはまだ決定ではなく、道路網での検証を行うために、仮に設定をした方針です。 

この仮ネットワークを用いて将来交通量を推計し、道路網全体での検証を行っていき

ます。道路網全体では、どこか渋滞等の交通的な問題が起きていないか、あるいはバス

など公共交通の機能が低下していないか、富士宮市の将来都市像と整合性が図れている

か、また、途中で途切れたり、ネットワークとしておかしいところはないか、などの観

点から検証を行っていきます。 

そして、もし問題があれば、仮ネットワークの設定を見直して、再度道路網での検証

を行い、それを繰り返して、ネットワーク上の問題を解消し、「現決定を維持」「変更」

「廃止」の再検証結果を導きます。 

このような過程を経て、再検証結果（案）についてパブリックコメント等を通じて市

民の皆様の意見を収集反映したのち、再検証結果として公表します。 

その後、現決定を維持する路線については、道路整備プログラムなど事業を進めてい

く計画に結果を反映し、また、変更や廃止と設定した路線については、地域住民と合意

形成を図りながら具体に中身を詰め、都市計画法に基づく手続きへと進めていきたいと

考えております。 

本指針の内容の説明については以上でございます。 

次にスケジュールについて説明いたします。 

報告事項１資料３の都市計画道路の必要性再検証スケジュールをスクリーンに示し

ています。スクリーンの字が小さくて見えにくいと思いますので、お手元資料と併せて

ご覧ください。 

全体の作業期間としては、今年度から再検証作業に着手いたしまして、平成２２年の

９月末を目途に再検証結果を公表したいと考えております。 

今年度の作業としては、さきほどまで説明いたしました再検証を進めるうえでの基本

的な考え方や手順を示した「富士宮市都市計画道路の必要性再検証指針」を定めたとこ

ろです。今後は、ご説明の手順に従って、区間毎に必要性や合理性の検証作業を進め、

今年度のアウプットとして路線評価カルテなどが作成されます。 

来年度は、道路網全体としてネットワークや将来交通量の検証を行います。また、関

係行政機関との協議や本審議会への報告も行ったうえで、庁内検討会などで最終的な再

検証結果（案）について検討を進めていきます。 

平成２２年度は、再検証結果を公表する年度となりますが、再検証結果については、

（案）としてパブリックコメントを行い市民の皆様のご意見を反映します。その後、冒

頭に申しました再検証結果の公表となります。 

公表後は、現決定を維持する路線については、次回の上位計画などに反映し、また、

変更、廃止と設定された路線については、説明会の開催等により地域住民との合意形成

に努め、都市計画法に基づく手続きを進めていきます。 
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スケジュールの説明については、以上でございます。 

以上で都市計画道路の必要性再検証についての説明を終わらせていただきます。 

 

水口会長 

 冒頭でご説明しましたが、ここからは、都市計画審議会で報告を受けて、助言や提言、

意見、要望を申し上げるといったものになりますが、この問題につきましては、既に埼

玉県や東京などでは取り組まれておりますが、変更や廃止といったものについて８割方

は技術的な問題ですが、これを進めていく節目節目で良識ある政策的な判断というもの

がありますので、都市計画審議会が果たす役割といったものも大いにあろうかと思いま

す。 

 私から追加でお伺いいたしますが、今後、節目節目でこの都市計画審議会が関わって

くることになろうかと思います。 

 また、最終的に変更や廃止といった場合には、都市計画審議会の法定附議事項となり

ますので当然この審議会で審議を行うわけですが、本日どこまでの意見が出るか分かり

ませんが、次の都市計画審議会への報告といったものはいつごろになりますでしょうか。 

 

主幹兼計画係長 

 来年の７月ごろになろうかと思います。 

 

水口会長 

 前回の都市計画審議会は時間切れでこれについてふれることができませんでしたが、

それによってこのスケジュールに変更が生じていますか。 

 現在の状況は、このスケジュール表の中ではどの位置にあるのでしょうか。 

 

都市計画課計画係主査 

 前回の審議会で時間切れによりご説明できませんでしたが、スケジュールについては

この表どおり進んでおり、指針の公表は１０月末にすでに実施しております。 

 

水口会長 

 では、今後のスケジュールについてはこの表にあるように、運用基準を作ったり、大

まかな評価区分を行い、来年度の作業に入っていく訳ですが、今回、再検証指針を具体

化して、一つひとつの道路に適用していく作業の出発点になろうかと思いますので、そ

の点については、大きな方針に関するご意見は始まってからでは間に合いませんので、

ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

 

河原崎委員 

 パブリックコメントで指針を公表して、それから実際に必要であるかないかを市民に

問うとなっておりますが、それまでの１年半から２年の間の都市計画道路に対する取扱

いはどのようになるのでしょうか。 
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 評価が出ていないからストップになるのでしょうか、予算がついたものについては事

業を行っていくのでしょうか。 

 

都市計画課長 

 変更などの場合には、都市計画審議会での審議を受けなければできませんので、それ

までは現決定が生きております。 

  

河原崎委員 

 そうしますと、この中にはたとえば来年度から事業を行うものもあるわけですね。 

 そういったこのがここに描かれていると分かりやすいのですが。 

 

都市計画課計画係主査 

 本日お配りいたしました図面をご覧ください。 

 こちらに赤く表示してあります事業中となっている区間がありますが、事業中の区間

につきましては、この再検証の対象区間からは除外いたしますので、それ以外の区間が

見直しの対象となります。 

 また、黒で標記してあります区間につきましては、すでに改良されている区間となり

ますので、事業中の区間と同じく今回の再検証の対象外となります。 

 従いまして、今回の再検証の対象となりますのは、黄色で表示した区間と点線で表示

した概成済みの区間となります。 

 

水口会長 

 改良済み若しくは事業中の区間は対象外となりますが、たとえこれらが対象となった

場合でも、既に事業着手されているものが変更や廃止となる可能性はきわめて低く、お

そらく維持となる可能性が極めて高いと考えられます。 

 仮に廃止や縮小変更という評価となった場合、代替策が求められることもあろうかと

思いますが、そのような話がでてくるのはスケジュールでいうとどのあたりになります

か。 

 たとえば、隣町が廃止した路線で、富士宮市においてもますます必要性が低くなり廃

止となった場合、それに変わる代替策といったものの検討が必ず必要になってくると思

いますが。 

 

都市計画課長 

 富士宮市は富士市と岳南広域都市計画区域を構成しておりますが、富士市におきまし

ては平成１９年度から再検証作業に取り組んでおります。 

 富士市の道路と接続する都市計画道路が３本ありますが、情報交換や調整を密にして

見直しに伴う不具合が無いように進めて参ります。 

 これらがはっきりして参りますのは来年度ということになります。 
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水口会長 

 よろしいでしょうか。 

 これから非常に重要な判断が下され、それに対して都市計画審議会が意見を申し上げ

るという機会が今後出てくることとなると思います。 

 それでは、もうひとつの報告事項であります景観計画の取り組み状況について事務局

から説明をお願いいたします。 

 

主幹兼計画係長 

 本日は、Ａ３版のカラー印刷したものを、概要の説明資料として配布させていただき

ましたが、パワーポイントで説明いたしますのでご覧下さい。 

 まず、初めに、これまでに景観形成に向けて本市が取組んできた内容です。 

 市では平成７年度に都市景観条例を施行し、大規模な建築物等の景観誘導や、神田や

中央・駅前地区の地区景観形成モデル地区の景観誘導など、様々な施策を行なってきま

した。 

 しかしながら、この条例は法的な裏づけのない本市の自主条例であるため、基準に適

合しない場合でも「指導、助言」の域を超えることはできず、結果的に企業などの事業

者や市民の良心に委ねざるを得ない、といった現状がありました。 

 このような背景をうけて、平成１７年に景観法が全面施行されました。 

 市は法施行をうけて、本市は昨年８月１日、県知事の同意を得て、法を執行できる主

体である景観行政団体となりました。 

 以後、庁内関係１４課からなります「景観計画庁内検討会」、市民や事業者からなり

ます「景観計画市民懇話会」あるいは「都市景観審議会」などの意見を伺いながら、景

観計画の策定作業を進めて参りました。 

 景観法と富士宮市都市景観条例の比較です。 

 赤枠が景観法、青枠が都市景観条例の内容です。 

 大規模な建築物や開発行為などの届出対象行為に対しては、これまで指導、助言が限

界でしたが、今後は法に基づく勧告、変更命令といった強制力を発揮することが可能と

なります。 

 また、この命令に従わない場合には、罰金を付加することも可能となります。 

 緑色の部分は景観法の独自の方策で、景観形成のための新たなメニューが用意されて

います。 

 また、紫色の部分は市独自の方策でありますが、法に移行しても、表彰や助成制度な

ど今後も引き続き独自の方策として残していく予定です。 

 富士宮市景観計画(案)の構成です。 

 青色が市独自の部分、赤色が景観法の法委任部分で、そのうち法が求める必須事項が

緑で囲んだ箇所となります。 

 したがって、緑色で囲っていない赤色の部分に関しては、市がより良い景観形成をす

すめるために選択した事項となります。 

 続いて、景観計画（案）の内容の説明に入りますが、序章では景観づくりの効果や計
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画策定の背景など、第１章は、本市の景観上の特性などを記述しています。 

 第２章では景観形成の目標を、これまでの基本計画を引継ぎ「富士山の庭園都市へ」

と定めました。 

 第３章では、景観計画の区域を示しています。 

 景観計画の区域は、現在の都市景観条例と同様に市域全域としました。 

 これにより、市域全域が、法に基づき景観形成を図る区域となります。 

 また、富士山などの豊かな自然に対する景観と眺望の保全を図るため、市域を富士山

等景観保全地域(グレー)と、眺望保全地域(白)に分け、各々の目的を達成するための規

制誘導を行います。 

 さらに、これまでの都市景観条例での「地区景観形成モデル地区」である中央・駅前

地区と神田地区を「重点地区」として景観計画に位置づけ、引き続き良好なまちなみ形

成を進めていきます。 

 第４章は、良好な景観の形成に関する方針を示しています。 

 市域全域を対象として、７つの方針を掲げました。 

 また、景観の特性ごとに、市域を５つに区分したゾーンごとの方針や、重点地区に位

置づけた神田と、中央・駅前地区の方針も示しております。 

 また、今後、住民などの意向を踏まえながら重点地区に指定することを検討する候補

地として、「朝霧高原地域」「白糸の滝周辺地区」「浅間大社周辺地区」を掲げ、地区

の目標や景観形成の方針を記載してございます。 

 第５章は、良好な景観形成のための行為の制限に関する事項になります。 

 第４章までの目標や方針を達成するために、建築行為や開発などが、一定の高さや大

きさを超え、景観上の影響が懸念される場合に、一定の制限を定めます。 

 対象は市域全域となります。 

 制限の中身につきましては、これまで条例に基づいて行ってきた内容と概ね同じです

が、届出の対象行為に土石の採取などを新たに加えてございます。 

 届出された行為に関する、景観の誘導基準に関しては、これまでの景観形成誘導基準

の内容を景観計画に移行しています。 

 つまり、これまでは自主条例に基づく誘導であったものが、今後は、法に基づく基準

により一定の強制力をもって景観誘導できることになります。 

 例ですが、建築物の場合ですと、延床面積１，０００平方メートルを超えるものや、

住居系の用途地域などで高さが１０メートルを超える場合、建物の配置やデザイン、壁

面や屋根の色彩など、法律上の裏付けをもって基準に従うよう、誘導できることになり

ます。 

 また、工作物に関しては、煙突や電波塔などの高さの高いものや橋梁などに関して、   

その配置や色彩などについて基準を設けています。  

 開発行為に関しましては、造成方法や道路の配置、緑化や調整池などの修景に関する

基準を示しています。 

 なお、都市計画法上の開発行為は、開発許可の要否を問わず、つまり、駅舎とか公民

館などの公益的な施設や都市計画事業、市街地開発事業なども届出対象行為といたしま
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したので、今後は、公共的な事業も景観形成基準を満たすことが必要となります。 

 次に、重点地区である、中央・駅前地区と、神田地区の行為の制限に関する事項です。 

 この２地区では建物の大きさや高さにかかわらず、すべての建築行為が届出の対象に

なります。 

 なお、この２地区を対象として設けた地区景観形成モデル地区内の建築行為に対する

補助金制度は、今後も継続する予定です。 

 第６章は「景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針」です。 

この制度は、地域の景観上重要な建築物や工作物又は樹木について、景観行政団体が指

定し、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、保全及び継承を図る仕組みで

ありますが、指定された建造物や樹木の所有者等には、これらを適切に管理する義務が

発生します。 

 増改築などに際し許可が必要となる場合が出てくるなど、所有者の負担も発生するこ

とから、今後、所有者の意見を聞きながら指定を目指したいと考えています。 

 第７章は「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する事項」で

す。 

 屋外広告物は、景観に与える影響が非常に大きい要素であります。 

 景観行政と連携して進めていく必要があるため、景観計画(案)に位置づけました。 

 現在、市では権限委譲事務として静岡県屋外広告物条例に基づき広告物の許認可を行

なっておりますが、本市が景観行政団体になりましたことから、市独自の屋外広告物条

例を制定することが可能となりました。 

 国道１３９号・４６９号・登山道沿道などを対象に、より強い規制、誘導を市の条例

として図る方針としました。 

 第８章は「景観重要公共施設の整備に関する事項」になります。 

 この制度は、景観を構成する主要な要素の一つである公共施設について、管理者との

協議、同意に基づき、景観重要公共施設として位置付け、景観上必要な整備に関する事

項及び基準について定めるものです。 

 これによって、景観行政団体と公共施設管理者が異なる場合においても、景観上の観

点から互いに連携・調整を行い、公共施設とその周辺の建築物等の土地利用が一体とな

って、良好な景観の形成を図ることが可能となります。 

 この候補として、国道１３９号、４６９号、登山道、朝霧や白糸周辺の県道、市道、

神田川、潤井川、白尾山公園、明星山公園を検討し、現在それぞれの管理者と協議を重

ねております。 

 第９章は「景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項」です。 

 これは「景観と調和のとれた良好な営農条件を確保する」ことを目的とした制度です。 

 本市には、富士山を背景として緑が広がる牧草地、豊かな水を利用した水田や、丘陵

地に広がる茶園や畑など、人々の暮らしと一体となった美しい農村景観が多くあります。 

 しかしながら、この計画の策定には、農業者や農業団体との調整や、農業振興に関す

る計画との整合などに長時間を要することから、今回の景観計画(案)では、今後、必要

に応じて市内どの地域でもこの制度が活用できるよう、基本的な考え方を示しました。 



 - 47 -

 第１０章では、これまで述べてきたような景観形成を図るために、具体的に何に取組

むのかを重点方策として６つのプロジェクトを示しています。 

 １つめは「親水空間整備プロジェクト」です。 

 本市の中心市街地には、親水空間の整備がされている場所や、かつて生活に利用され

てきた水路や湧水などが多くあります。 

 そのような街中の水辺資源を再認識し、まちづくりに生かすことを目的としています。 

 ２つ目は「白糸の滝周辺地区景観ルール導入プロジェクト」です。 

白糸の滝周辺は、多くの観光客が集まる本市の景観上重要な場所であることから、白糸

滝の本来の姿を保全することを基本とし、本地区の修景や富士山への眺望の保全をする

ことを目的としています。 

 現在、白糸滝とその周辺は、自然公園法や文化財保護法の網がかかっています。 

 また、世界文化遺産登録に向けた活動も進められていますが、これらの法や活動で満

足しきれない部分、例えば、建物の色彩やデザイン、案内サイン・広告物などのルール

を、関係者の皆さんと話し合いながら創って行こうというプロジェクトになります。 

 ３つ目は「中心市街地まち並み創造プロジェクト」です。 

 このプロジェクトは、これまで景観誘導を行なってきた中央・駅前、神田地区と同様

に、景観のルールづくりを拡大していこうというものです。 

 ４つ目は「屋外広告・サイン向上プロジェクト」です。 

 本市が景観行政団体になったことにより市独自の屋外広告物条例を定めることが可

能となりました。 

 まずは、市条例の制定に向け、主要な幹線道路などにおける広告物の現状や課題を整

理したうえで、ルールづくりを検討し、市条例を制定していきたいと考えております。  

 ５つ目は「ぐるり富士山風景街道推進プロジェクト」です。 

このプロジェクトは、国土交通省の日本風景街道という施策がございますが、これに国

道１３９号、１３８号、４６９号といった富士山をぐるりと囲む道路であります「ぐる

り富士山風景街道」が登録されております。 

 この取り組みを富士宮市としても今後ますます進めていきたいというプロジェクト

であります。 

 最後に「眺望点整備プロジェクト」です。 

 このプロジェクトは、眺望場所の修景と富士山などの眺望の確保を目的としています。 

 基本的な考え方は、主な眺望場所を眺望点として指定し、富士山の眺望を確保するた

め、建築物の高さ制限や色彩の誘導、また眺望点そのものの施設整備などを検討してい

きたいと考えております。 

 浅間大社周辺や朝霧高原、田貫湖、主要な公園などを候補として考えております。 

 ここで、今後のスケジュールですが、本年１０月末に市議会全員協議会においてご説

明させていただき、ご意見もいくつかいただいております。 

 それらのご意見を踏まえて修正を行いまして、景観計画の最終案という形にして参り

ます。 

 併せて、現在新たな条例案を検討しております。 
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 これらの案を来年早々の都市景観審議会に諮る予定でございます。 

 条例案が整って、今年度末にこの計画案と条例案をパブリックコメントに付し、来年

７月ごろの都市計画審議会に議案として附議させていただくスケジュールであります。 

 その後、来年の９月議会に新条例案を上程していきたいと考えております。 

 最後になりますが、ご参考までにこれまで良好な景観形成に向けたいくつかの取組み

事例を簡単にご説明させていただきます。 

 今年の３月には、朝霧地域において景観を阻害している看板を、自治会や企業などと

共に、官民協働で撤去いたしました。 

 今年、８月５日には、静岡県の協力をいただきながら、山梨県との県境「根原」に建

てられていた高さ１０メートルの静岡県の歓迎塔を、富士山の眺望を確保するという意

味合いから撤去しました。 

 「お宅の富士山拝見カメラ」です。 

 今年の７月から９月にかけて、市内の各家庭に使い捨てカメラをリレー方式でつなぎ、

各家庭から見た富士山の写真を撮影した２００枚を超える写真が集まり、夏のまちなか

アートギャラリーなどでパネル展示を行いました。 

 最後に、第１回目の富士宮市景観賞です。全部で１１作品の応募がありました。 

１０月６日に１次審査を行い、来年１月の二次審査を経て、２月４日に予定する景観シ

ンポジウムの際に表彰させていただく予定です。 

以上で説明を終わります。 

 

水口会長 

 景観計画（案）の概要と今後のスケジュールと、最近の景観形成の取り組み状況の説

明をいただきました。 

 私は、現在の自主条例の景観形成計画作成のお手伝いをしたこともありまして、思い

入れもあります。 

 今度は法定計画となりますので、かなり実行力といいますか、実現手段も強化されて

おりますので、多いに期待をしております。 

 今後、新条例の検討をされ、この都市計画審議会でも審議を行うこととなりますが、

今の段階でご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 私から申し上げますが、法定景観計画になることによってのメリットとしては、先ほ

ども申し上げましたように実現性や実行性が高まるということがありますが、９８ペー

ジにあります農業施策と連携し良好な田園景観といったものに非常に期待する部分も

ございます。 

 「富士山の庭園都市へ」をキャッチフレーズとしておりますので、全域を対象とする

のはなかなか難しくても、説明のありました重点地区や屋外広告物規制や国立公園の規

制地域ですとか、世界遺産のコア地区ですとかそういった重点地区や先行地区で、単に

これまでの規制でなくて、田園景観を農業部局と連携しながら保全をしていくというこ

とから、今後、景観農業振興地域整備計画については富士宮こそ実現していただきたい

と期待しておりますので、非常に有効な手段があるかといったことについては若干疑問
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がありますが、地域の農家の方々と協力しながら道を切り開いていただきたいと思いま

す。 

 

都市計画課長 

 ただいま会長から景観農業振興地域整備計画についてのご意見をいただきましたが、

今回の法律の中で位置づけられた非常に重要なポイントであると認識しております。 

 特に富士宮の場合、先ほど申しました景観上重要であると考えられる地域、地区の中

で、特に朝霧高原というのは農業振興地域でありますが、富士山の前に牧草地が広がる

地域特有の非常に素晴らしい景観を有しておりますので、この景観を保全していきたい

と考えております。 

 しかし、この計画の策定にあたり、庁内の組織でも検討を重ねて参りましたが、農政

を担当する部局からすると、今、酪農が非常に厳しい状況の中で新たな規制を行うとい

うことはいかがか、という意見もあることから、地元の酪農家の方々との合意形成を進

めながら取り組んで参りたいと考えております。 

  

水口会長 

 私は、景観農振をかけてもらったほうが農業もやりやすいといった時代が今後来るの

ではないかと思っております。 

 

渡邉委員 

 実際には農業を取り巻く環境は、現在非常に厳しいものがあります。 

 農家が農業収入だけではやっていけない中で、景観や富士山文化遺産登録などにより

さまざまな土地利用の規制がかかってくることとなりますと、ますます農業は厳しい状

況に置かれることとなります。 

 今お伺いしたものはあくまでも市の理想像であると思いますので、農業や農家の実情

を理解していただきたいと思います。 

 

稲葉委員 

 今、渡邉委員から農家の実情についての話があり、今回の計画の中で田園風景や農村

風景といったものが書かれていますが、そこで永年行われてきた業というものは風景と

なっているのではないかと思います。 

 その、業を行っていくことに必要な建物などについては、その風景に合うのではない

かと思います。 

 また、熱海市で看板を規制する条例を全国で始めて制定したとのニュースを見ました

が、旅館の業者などはかなり困っているといった話も聞きます。 

 良い部分と悪い部分がでてくると思いますが、そういったことをどのように折り合い

をつけていくのかといったことについてお伺いしたいと思います。 
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都市整備部長 

 景観農振について、朝霧の牧草地で牛が草を食んでいる風景でありますとか、茶園や

田園風景などについては、これら全て、そこで代々営農を行っていただいているおかげ

で成立っている風景であります。 

 これら素晴らしい風景を守り、育てていくためには、やはりそこで営農していただか

なければなりません。 

 これを突き詰めていきますと農業政策まで踏み込んでいかなければならない話です

ので、そのようなことも含めまして農政サイドとも協議をしております。 

 今回は、このような方策も手段の一つとして使えるように、基本的な入口だけは今回

の景観計画で位置づけをさせていただき、必要があるときはいつでも深めていきますと

いう形をとっております。 

 また広告物につきましては、現在県の条例で市が許認可を行っておりますが、たとえ

ば富士山の眺望を阻害するような場所であるとか、浅間大社の周辺といった重要なポイ

ントにつきましては、屋外広告物条例でどこまで規制していくかといったことを、地域

の皆さんと合意形成を図りながら定めていきたいと考えております。 

 基本的には、現在の県の広告物条例よりは厳しいものとしていきたいと考えておりま

すが、じつはこの看板に関する問題もいたちごっこの部分がありまして、一晩の内に変

な広告物が大量に出てしまうといった現状もあります。 

 そのようなこともありまして、県では看板業者を取り締まっていこうという動きもあ

りますが、いずれにしましても、富士宮市としてはより実行性のある取り組みを行って

いこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

渡邉委員 

 先ほど営農が良好な景観を作っていくというお話がありましたが、現在農業は非常に

厳しい状況にありますので補助金や交付金などの支援をいただいて、そうすることによ

って継続的な営農が可能となり、景観が維持されていけば素晴らしいことではないかと

思います。 

 もう一点、先日久しぶりに浅間大社へ出かけたのですが、湧玉池に藻が繁殖し非常に

見苦しい状況がありましたが、行政が何か関与できないのでしょうか。 

 
都市整備部長 

 行政や各種団体も早急に対策を打とうと考えておりますが、湧玉池は国の特別天然記

念物となっておりますので、池の中に手を付けることとなるとさまざまな許認可が必要

となって参りますので、現在、国と調整中ということでご理解いただきたいことと同時

に、あのまま放置しておくことはありませんのでご安心いただきたいと思います。 
  
水口会長 

 よろしいでしょうか。 

 最後に私から、現在富士宮市には都市景観審議会がありますが、私たち都市計画審議
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会との連携であるとか統合といったものについて、今後ご検討いただきたいとお願いし

ておきます。 

 以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしましたので、進行を事務局にお返しい

たします。 

 

進行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 皆様、長時間に渡るご審議ありがとうございました。 
 以上で富士宮市都市計画審議会を閉会いたします。 
 皆様、大変ありがとうございました。 
 
 


